
入唐?と杭州・越州

著者 藤善 眞澄
雑誌名 関西大学東西学術研究所紀要
巻 29
ページ 37-56
発行年 1996-03-31
その他のタイトル Hang-chou （杭州） and Yue-chou （越州） in

the Record of the Priests who worked in Tang
China

URL http://hdl.handle.net/10112/15974



三
百
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
遣
隋
使
・
遣
唐
使
時
代
に
も
、
日
本
人
に
よ
る

中
國
紹
介
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
れ
に
は
わ
が
國
に
お
け
る
日
記
、
と
り

わ
け
旅
行
記
の
執
筆
習
慣
と
も
深
い
闘
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
が
最
古
の

日
記
を
『
安
斗
智
鋸
日
記
』
（
六
七
二
年
）
、
『
記
淡
海
日
記
』
（
同
）
、
『
具

注
暦
』
（
七
四
六
年
）
な
ど
に
求
め
、
入
唐
記
の
類
を
『
伊
吉
連
博
徳
書
』
や

(
1
)
 

『
難
波
男
人
書
』
な
ど
に
遡
ら
せ
て
み
て
も
、
侠
文
が
僅
か
に
残
る
程
度
で
は

殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
決
定
的
な
要
因
は
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

限
ら
れ
た
記
録
の
中
で
も
地
域
的
に
偏
り
を
示
す
の
は
、
嘗
時
に
お
け
る
文

化
受
容
の
側
面
を
語
る
に
足
る
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
が
、
今
こ
こ
に
扱
う
杭

州
に
つ
い
て
日
本
人
の
紹
介
し
た
記
事
は
ほ
と
ん
ど
絶
無
に
近
い
。
杭
州
に
獣

上
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
評
債
や
、
文
化
的
風
土
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、
い

さ
さ
か
拍
子
抜
け
の
感
を
免
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
い
事
寅

な
の
で
あ
る
。入

唐
僧
と
杭
州
・
越
州

は

じ

め

に

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

入
唐
僧
と
杭
州
と
の
開
係
が
稀
薄
な
理
由
と
し
て
は
、
旅
行
記
執
筆
の
習
慣

あ
り
や
無
し
や
の
問
題
を
棚
上
げ
す
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
先
ず
遣
唐
使
節
の
入

唐
路
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
航
海
に
つ
い
て
は
周
知
の
通
り
、
初
期
の
北

路
（
翌
高
い
頑
翠
誌
）
と
中
期
の
南
路
（
埒
繹
合
繹
芸
）
・
後
期
の
南
路
（
這
げ
戸

吋
績
―
―
咤
）
に
大
別
さ
れ
る
。
常
識
的
に
み
て
、
北
路
期
に
は
江
南
に
よ
ほ

ど
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
何
か
が
無
け
れ
ば
、
杭
州
は
も
ち
ろ
ん
越
州
な
ど
の

登
場
す
る
可
能
性
は
少
な
く
、
や
は
り
中
期
已
降
を
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。

朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
新
羅
と
の
閥
係
悪
化
に
と
も
な
い
、
北
路
の
維
持
が
困

難
と
な
り
、
渤
海
路
や
南
島
路
が
利
用
さ
れ
、
や
が
て
五
島
列
島
か
ら
一
氣
に

東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
南
路
の
開
拓
が
急
が
れ
た
。
か
く
し
て
江
淮
以
南
の
江

蘇
、
浙
江
各
地
域
が
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
兆
候
は
す
で
に

大
賓
二
年
（
七

0
二
）
入
唐
の
粟
田
員
人
ら
の
行
歴
に
早
く
も
現
わ
れ
て
お
り
、

(
2
)
 

彼
ら
は
楚
州
蓋
城
縣
に
上
陸
し
て
長
安
に
向
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
期
よ
り

後
期
へ
移
る
に
し
た
が
い
、
江
南
と
り
わ
け
浙
東
地
域
の
比
重
は
い
よ
い
よ
増

大
す
る
こ
と
に
な
る
。

藤

善

七 員

澄



い
る
入
宋
僧
の
記
録
に
描
き
出
さ
れ
た
杭
州
と
の
違
い
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
推
測
で
き
る
と
い
う
論
法
に
な
る
。

で
あ
っ
た
か
否
か
、

に
直
結
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
稿
に
豫
定
し
て

延
暦
二
十
三
年
に
入
唐
し
た
藤
原
葛
野
麻
呂
の
遣
唐
使
船
三
隻
中
、
第
一
船

は
幅
州
に
、
副
使
石
川
道
盆
の
第
二
船
が
明
州
へ
、
七
月
に
出
稜
し
た
判
官
三

棟
今
嗣
の
第
三
船
は
孤
島
に
漂
着
ご
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
。
第
一
船
に
乗
っ

た
空
海
と
橘
逸
勢
、
第
二
船
の
最
澄
と
義
員
の
事
蹟
は
後
に
譲
り
、
雨
船
は
使(

3
)
 

命
を
果
し
た
の
ち
、
翌
年
五
月
に
明
州
か
ら
解
緩
し
て
無
事
に
蹄
園
し
て
い
る
。

か
の
璧
員
招
請
に
盛
力
し
た
普
照
が
、
招
請
を
断
念
し
て
壁
員
ら
と
分
れ
、
獨

り
明
州
に
向
い
蹄
國
の
便
を
待
っ
た
こ
と
で
も
窺
え
る
と
お
り
、
日
中
交
渉
の

従
来
の
日
中
佛
敦
交
渉
史
研
究
に
お
い
て
、
長
安
や
洛
陽
あ
る
い
は
天
台
山
、

五
豪
山
等
の
聖
蹟
に
注
目
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
他
の
地
域
に
日
中
閥

係
史
上
の
地
方
差
を
正
面
か
ら
見
据
え
た
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
無
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
素
材
を
入
唐
僧
逹
の
断
片
的
な
記
録
に
求
め
、
ポ

イ
ン
ト
を
杭
州
に
合
わ
せ
、
な
ぜ
杭
州
が
唐
一
代
を
通
じ
て
入
唐
僧
逹
に
無
視

さ
れ
つ
づ
け
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
た
だ

し
こ
の
試
み
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
杭
州
近
傍
の
諸
都
市
、
な

か
ん
ず
く
杭
州
を
左
右
よ
り
挟
む
位
置
闘
係
に
あ
る
雨
地
を
選
び
、
お
の
が
じ

し
入
唐
僧
に
ど
う
描
寓
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
相
互
比
較

に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
は
、
入
唐
僧
逹
の
求
め
た
内
容
の
如
何
、
各
地

が
そ
の
ニ
ー
ズ
に
應
え
得
る
地
域
で
あ
っ
た
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
政
治
・
鰹

清
・
文
化
と
り
わ
け
各
地
の
佛
敦
事
情
が
彼
ら
の
食
指
を
動
か
す
に
足
る
も
の

玄
閥
口
と
し
て
明
州
の
比
重
が
い
や
増
し
た
こ
と
の
證
左
で
あ
る
。

れ
ば
、
唐
宋
閲
の
地
方
差
は
も
と
よ
り
、
杭
州
の
佛
敦
事
情
、
ひ
い
て
は
日
本

佛
敦
の
動
向
を
眺
め
直
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

齊
明
天
皇
の
時
、
父
幅
亮
（
領
）
と
と
も
に
渡
来
し
た
智
蔵
は
、
法
隆
寺
や

元
興
寺
に
住
し
て
一
＿
一
論
を
學
ん
だ
の
ち
、
入
唐
し
て
三
論
を
き
わ
め
、
そ
の
奥

義
を
偲
え
た
こ
と
か
ら
三
論
の
第
二
傭
者
と
目
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
親
子
は
呉

國
の
出
身
で
あ
り
、
入
唐
後
も
呉
越
の
閲
に
お
い
て
佛
法
を
學
ん
だ
と
偉
え
ら

れ
て
い
る
。
年
代
的
に
合
わ
な
い
が
、
か
の
三
論
中
興
の
祖
と
稲
さ
れ
る
嘉
詳

(
4
)
 

寺
吉
蔵
に
謁
し
た
と
い
う
説
さ
え
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
お
そ
ら
く
會
稽
す
な

わ
ち
越
州
秦
望
山
に
あ
っ
た
嘉
詳
寺
を
訪
ね
、
吉
蔵
の
餘
蘊
に
接
し
た
事
賓
に

も
と
づ
く
誤
博
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
智
蔵
に
よ
っ
て
呉
越
の
佛
敦

事
情
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
ほ
疑
い
な
く
、
後
に
つ
づ
く
入
唐
僧
逹
の
指
針
に
も

な
っ
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
智
蔵
自
身
が
會
稽
の
地
に
導
か
れ
た
の
は
、
彼

の
師
で
あ
り
三
論
初
停
者
で
あ
る
渡
末
僧
、
元
興
寺
慧
灌
が
嘉
詳
寺
吉
蔵
に
學

(
5
)
 

ん
だ
と
い
う
賓
績
に
負
う
と
こ
ろ
大
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
一

地
域
が
日
本
僧
に
と
っ
て
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
親
し
ま
れ
る
に
は
、
そ
の
地
域

の
持
つ
魅
力
、
具
證
的
に
い
え
ば
営
時
ど
の
よ
う
な
敦
學
が
盛
ん
で
あ
り
、
い

か
な
る
名
僧
知
識
が
活
躍
し
て
い
る
か
が
最
優
先
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
入
唐
僧
逹
の
行
歴
に
よ
り
、
彼
ら
の
行
脚
遊
學
の
地
を
辿
れ
ば
、
自
ず

と
嘗
該
地
域
の
佛
敦
事
情
、
入
唐
僧
ひ
い
て
は
日
本
佛
敦
界
の
ニ
ー
ズ
ま
で
も

八



如
上
の
視
座
に
も
と
づ
き
常
面
の
課
題
で
あ
る
杭
州
に
か
ん
す
る
唐
前
半
の

記
載
を
洗
い
出
せ
ば
、
わ
ず
か
に
淡
海
三
船
の
『
唐
大
和
上
東
征
偉
』
に
み
え

る
次
の
文
が
唯
一
具
髄
的
な
も
の
で
あ
る
。

天
賓
三
載
、
越
州
龍
興
寺
の
僧
ら
、
和
上
に
律
を
講
じ
戒
を
受
け
ん
こ
と

を
請
う
。
事
畢
り
、
更
に
杭
州
・
湖
州
・
宣
州
よ
り
並
び
に
来
り
て
和
上

に
律
を
諧
ぜ
ん
こ
と
を
請
う
も
の
有
り
。
和
上
、
次
に
依
り
て
巡
遊
し
、

講
を
開
き
戒
を
授
け
、
還
た
椰
山
阿
育
王
寺
に
至
る
。

第
二
次
渡
航
に
失
敗
し
、
明
州
の
阿
育
王
寺
に
牧
容
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

後
述
す
る
が
越
州
龍
興
寺
は
緊
員
の
師
道
岸
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
り
、
門
流
の
活

躍
す
る
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
縁
故
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
杭
州
あ
た

り
ま
で
も
四
分
律
の
學
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
え
よ
う
。
こ
の
直
後
、
緊

員
の
渡
航
を
阻
も
う
と
し
た
越
州
の
弟
子
逹
に
よ
り
密
告
さ
れ
、
招
請
に
必
死

の
榮
叡
が
捕
え
ら
れ
た
あ
げ
く
、
都
へ
械
送
と
い
う
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
幸
い

杭
州
に
到
着
し
た
と
き
同
情
者
が
あ
っ
た
と
み
え
、
病
死
し
た
こ
と
に
し
て
免

(
6
)
 

れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
次
第
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
記
述
は
見

え
な
い
。

唐
後
半
に
入
り
、
南
路
が
開
拓
さ
れ
入
唐
僧
逹
の
記
録
は
量
を
増
す
け
れ
ど

も
杭
州
閥
係
の
記
事
は
依
然
と
し
て
現
わ
れ
な
い
。
最
澄
は
台
州
、
天
台
山
、

越
州
を
往
復
す
る
の
み
で
杭
州
に
向
お
う
と
は
せ
ず
、
空
海
は
杭
州
鰹
由
で
都

に
上
り
な
が
ら
、
蹄
路
に
お
い
て
と
同
様
、
杭
州
に
つ
い
て
は
獣
し
て
語
ろ
う

と
し
な
い
。
入
唐
記
、
在
唐
記
と
し
て
本
格
的
な
圃
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
證
行

記
』
も
、
圃
仁
が
天
台
入
り
を
果
さ
な
か
っ
た
純
緯
も
あ
り
、
杭
州
は
お
ろ
か

入
唐
憎
と
杭
州
・
越
州

一九

江
浙
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
さ
え
見
嘗
ら
ぬ
。

直
接
、
杭
州
に
燭
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
管
下
の
墜
官
縣
に
滞
在
し
た
事

寅
を
告
白
す
る
の
は
、
承
和
年
聞
に
入
唐
し
た
慧
蒋
で
あ
る
。
彼
は
皇
太
后
橘

嘉
智
子
の
命
に
よ
っ
て
海
を
渡
り
、
山
東
半
島
に
上
陸
し
楚
州
か
ら
五
豪
山
に

登
り
、
皇
太
后
施
入
の
賓
幡
や
袈
裟
な
ど
を
奉
納
し
た
の
ち
、
杭
州
臨
官
縣
の

霊
池
寺
に
赴
き
、
臨
演
調
の
齊
安
國
師
に
謁
し
た
。
橘
皇
太
后
は
わ
が
國
に
輝

宗
を
興
隆
さ
せ
た
い
意
向
が
強
く
、
施
物
を
持
た
せ
慧
総
に
禰
僧
の
招
請
方
を

(
7
)
 

依
頼
し
て
い
た
ら
し
い
。
齊
安
は
慧
蒋
か
ら
こ
の
申
出
を
受
け
る
や
高
足
の
義

空
を
推
學
し
た
の
で
、
慧
蒻
は
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
七
月
、
義
空
を
伴
い
、

か
の
園
載
が
一
時
蹄
國
さ
せ
た
仁
好
ら
と
同
じ
船
に
乗
り
込
ん
で
い
る
。
齊
安

と
義
空
を
め
ぐ
っ
て
は
割
愛
す
る
が
、
後
に
も
先
に
も
杭
州
の
名
を
見
出
す
唯

一
の
例
で
あ
ろ
う
。

『
入
唐
記
』

唐
大
中
七
年
（
八
五
三
）
に
入
唐
し
た
智
證
大
師
圃
珍
に
ほ
、

も
し
く
は
『
在
唐
記
』
と
呼
ば
れ
る
五
巻
本
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
現
在
は
抄

文
の
『
行
歴
抄
』
一
巻
が
博
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
在
唐
中
、
各
地

で
書
寓
し
た
り
買
い
求
め
た
典
籍
を
記
録
す
る
目
録
類
、
例
え
ば
輻
州
に
お
け

る
『
開
元
寺
求
法
目
録
』
、
長
安
で
蒐
集
し
た
密
敦
閥
係
の
『
青
龍
寺
求
法
目

録
』
、
あ
る
い
は
台
州
で
の
『
國
消
寺
目
録
』
、
『
入
唐
求
法
縮
目
録
』
な
ど
も

(
8
)
 

現
存
し
入
唐
僧
の
中
で
は
比
類
を
み
な
い
江
南
の
紹
介
者
で
あ
る
。
も
し
『
在

唐
記
』
あ
り
せ
ば
、
と
い
う
危
惧
も
な
く
は
な
い
が
、
小
野
勝
年
氏
に
よ
る

(
9
)
 

『
入
唐
求
法
行
歴
の
研
究
』
の
詳
細
を
き
わ
め
た
追
跡
調
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

つ
い
ぞ
杭
州
の
地
名
は
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。



圏
珍
に
績
い
て
、
唐
咸
通
一

1

一
年
（
八
六
二
）
九
月
に
入
唐
し
た
高
岳
親
王
、

法
名
員
如
一
行
の
行
歴
は
、
伊
勢
興
房
の
『
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
』
に
み
え
る

が
、
書
題
ど
お
り
の
簡
略
な
記
録
の
ほ
と
ん
ど
は
、
明
州
・
洛
陽
・
長
安
の
資

(10) 

料
で
埋
る
。
同
行
し
た
宗
叡
が
汗
州
の
玄
慶
に
つ
い
て
修
學
し
た
と
い
う
が
、

彼
の
『
新
書
寓
請
来
法
門
等
目
録
』
を
閲
し
て
も
汗
州
は
も
ち
ろ
ん
、
杭
州
に

(11) 

つ
い
て
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
彼
も
ま
た
五
豪
山
と
長
安
・
洛
陽
し
か
眼
中
に

な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

時
は
す
ぎ
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
の
い
わ
ゆ
る
遣
唐
使
展
止
ご
、
五
代
呉

越
國
の
頃
に
な
る
と
、
様
相
は
一
愛
す
る
。
『
日
本
紀
略
』
承
平
六
年
（
九
三

六
）
七
月
十
三
日
條
に
大
宰
府
か
ら
呉
越
商
人
の
藤
承
動
な
ど
が
来
着
し
た
と

の
報
告
が
あ
っ
た
旨
を
記
し
、
同
年
八
月
二
日
條
に
は

左
大
臣
贈
一
＿
書
朕
於
大
唐
呉
越
王

1

(12) 

と
み
え
て
い
る
。
明
ら
か
に
呉
越
國
の
文
穆
王
錢
元
瑾
が
蒋
承
動
を
使
者
に
立

て
、
わ
が
國
に
親
書
を
と
ど
け
さ
せ
、
こ
れ
に
左
大
臣
藤
原
忠
平
が
返
書
を
贈

っ
た
こ
と
が
分
る
。
同
様
の
事
件
は
天
慶
三
年
（
九
四

0
)
七
月
條
に
も
あ
り
、

今
度
は
藤
原
仲
平
が
左
大
臣
と
し
て
書
を
贈
っ
て
い
る
。
商
人
逹
が
貿
易
に
な

に
が
し
か
利
櫂
を
期
待
す
る
思
惑
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
忠
平
と
仲
平
が
半
ば
鎖

國
に
近
い
朕
況
の
下
で
、
わ
ざ
わ
ざ
返
書
を
し
た
た
め
て
い
る
の
は
呉
越
國
の

正
式
な
國
信
書
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
闊
交
に
準
じ
た
扱
い

が
な
さ
れ
る
に
つ
け
、
呉
越
國
都
杭
州
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の

で
あ
る
が
、
詳
細
は
次
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

杭
州
ほ
、
そ
も
そ
も
大
運
河
の
開
竪
に
よ
り
交
通
の
要
衝
と
な
っ
て
以
来
、

唐
代
の
中
期
に
は
江
南
有
敷
の
都
會
に
の
し
上
っ
て
い
る
。
継
演
的
に
は
も
ち

ろ
ん
、
古
来
名
だ
た
る
景
勝
の
地
と
し
て
文
人
墨
客
の
訪
ず
れ
る
者
多
く
、
文

化
的
に
も
恵
ま
れ
た
先
進
地
域
の
―
つ
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
入
唐
僧
逹
の
行
歴
に
徽
し
て
誰
一
人
、
こ
の
杭
州
と
闘
わ
り
を
持
っ
た
痕

跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
満
天
下
に
詠
わ
れ
た
西
湖
に
し
ば
し
時
を
忘
れ
、
あ
る

い
は
法
門
を
求
め
名
僧
知
識
を
尋
ね
る
者
が
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
に
、

や
や
オ
ー
バ
ー
な
表
現
を
す
れ
ば
一
顧
だ
に
さ
れ
ず
、
杭
州
と
は
彼
ら
に
と
っ

て
浙
東
か
ら
洛
陽
•
長
安
に
向
う
、
輩
な
る
通
過
貼
の
一
っ
に
す
ぎ
な
か
っ
た

と
し
か
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

試
み
に
比
較
し
た
五
代
の
杭
州
が
、
日
中
閥
係
史
に
華
ば
な
し
く
登
場
す
る

の
は
、
呉
越
園
の
成
立
に
加
え
て
海
外
貿
易
を
重
視
す
る
國
策
が
背
景
に
あ
る
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
江
南
東
道
に
麗
し
た
唐
代
の
杭
州
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に

大
運
河
の
終
着
地
と
し
て
飛
躍
的
な
稜
展
を
遂
げ
た
け
れ
ど
も
、
潤
州
（
鎮

江
）
に
置
か
れ
た
浙
江
西
道
観
察
使
に
統
轄
さ
れ
、
鰹
演
・
文
化
に
お
い
て
は

と
も
か
く
、
政
治
都
市
と
し
て
は
未
だ
し
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
新
た
な
展
開
を

見
せ
る
の
は
唐
末
に
武
勝
軍
が
配
置
さ
れ
、
や
が
て
澗
州
よ
り
鎮
海
軍
節
度
使

の
治
所
が
杭
州
へ
移
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
よ
う
や
く
政
治
都
市
と
し
て
の
重

み
を
増
し
、
錢
氏
に
よ
る
呉
越
國
の
成
立
を
促
す
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て

留
學
僧
や
請
盆
僧
逹
の
杭
州
に
到
す
る
無
闘
心
さ
を
、
呉
越
國
と
同
様
の
條
件

四
〇



入唐僧と杭州・越州

752 8i3 

蘇 71;421 86,808 

422,655 

湖 73,306 43,467 

477,698 

杭 86,258 51,276 

585,963 

越 90,279 20,685 

529,589 

明 42,027 4,083 

207,032 

台 83,868 103;038 

489,015 

安
史
の
風
に
よ
る
激
減
ぶ
り
に
は
、
各
州
と
も
に
目
を
覆
わ
し
め
る
も
の
が

が
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
と
短
絡
す
る
の
ほ
危
険
こ
の
上
も
な
い
。

こ
れ
に
到
し
歴
史
を
誇
る
越
州
は
、
唐
代
後
半
に
な
る
と
都
督
府
の
治
所
と

し
て
稜
展
す
る
。
安
史
の
風
最
中
の
乾
元
元
年
（
七
五
八
）
、
こ
こ
に
浙
江
東

道
節
度
使
が
置
か
れ
、
徳
宗
朝
の
初
め
若
千
年
の
展
止
は
み
た
も
の
の
、
貞
元

三
年
〔
七
八
七
）
よ
り
唐
末
ま
で
七
州
を
管
領
す
る
浙
江
東
道
観
察
使
の
治
所

た
る
地
位
を
保
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
秘
密
の
全
容
を
解
き
明
す
こ
と

は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
入
唐
僧
と
開
係
が
深
く
、
越
州
に
鄭
接
す
る
諸
都
市

閲
の
戸
口
敷
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。
今
、
『
元
和
郡
縣
圏
志
』
を
中

心
に
、
『
薔
唐
書
』
『
新
唐
書
』
地
理
志
ほ
か
の
史
料
に
基
づ
き
試
算
し
た
趙

(13) 

文
林
・
謝
淑
君
雨
氏
の
『
中
國
人
口
史
』
を
参
照
す
れ
ば
、
玄
宗
の
天
賓
十
一

年
（
七
五
二
）
と
憲
宗
の
元
和
八
年
（
八
一
三
）
の
蘇
・
湖
・
杭
・
越
・
朋
五

州
に
お
け
る
戸
・
ロ
敷
は
、
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

四

あ
る
が
、
原
因
と
な
る
戸
籍
の
混
風
、
脱
漏
戸
な
ど
に
言
及
す
る
餘
裕
は
な
く
、

要
は
杭
州
と
越
・
蘇
雨
州
の
戸
敷
が
盛
唐
期
か
ら
最
澄
・
空
海
ら
の
入
唐
頃
ま

で
に
、
逆
轄
現
象
を
起
し
て
い
る
事
賓
を
知
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
こ
の
結
果
に

(14) 

つ
い
て
は
所
管
の
縣
敷
に
増
減
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
戸
口
敷
に
お

い
て
遜
色
の
な
か
っ
た
天
賓
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
格
段
に
差
が
廣
が
っ
た

元
和
時
代
已
降
で
も
、
行
政
上
に
あ
っ
て
ほ
依
然
と
し
て
杭
州
は
遅
れ
を
と
っ

て
い
た
。
こ
れ
が
日
本
僧
に
よ
り
闘
心
が
彿
わ
れ
な
か
っ
た
原
因
の
第
二
で
あ

る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
杭
州
を
統
轄
す
る
浙
西
観
察
使
の
治
所
潤
州
は
天
賓
時
代
に
一
〇

二、

01―
―
三
戸
、
元
和
時
代
に
は
五
五
、
四

0
0戸
を
敷
え
、
杭
州
よ
り
僅
か

一
應
の
面
目
を
保
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
蘇
州

の
繁
榮
ぶ
り
に
目
を
轄
ず
れ
ば
、
さ
す
が
の
潤
州
も
顔
色
は
な
い
。
江
南
各
都

市
が
安
史
の
風
後
に
軒
並
み
戸
口
を
激
減
さ
せ
る
の
に
到
し
、
蘇
州
・
台
州
が

逆
に
敷
値
を
膨
ま
す
不
思
議
な
現
象
が
何
に
起
因
す
る
の
か
は
問
う
ま
い
。
ま

た
園
珍
在
唐
時
ま
で
こ
の
欣
況
が
持
績
さ
れ
た
と
い
う
裏
付
は
な
い
け
れ
ど
も
、

空
海
•
最
澄
ら
の
入
唐
時
代
に
は
浙
西
観
察
使
下
の
諸
都
市
中
、
蘇
州
の
戸
ロ

敷
は
一
頭
、
地
を
抜
き
ん
出
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
戸
口
の
多
少
が
、
そ
の

ま
ま
都
市
の
繁
榮
や
政
治
・
文
化
な
ど
の
比
重
増
加
に
必
ず
し
も
結
び
つ
く
と

は
限
ら
な
い
が
、
天
下
に
名
だ
た
る
豊
穣
の
地
で
あ
り
、
盛
唐
こ
の
か
た
大
運

河
を
中
心
と
す
る
四
通
八
逹
の
地
と
目
さ
れ
、
次
第
に
潤
州
に
代
る
江
南
第
一

の
都
市
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
で
は
蘇
州
に
お
け
る
入
唐

僧
逹
の
足
跡
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
が
ら
多
く
、
治
所
と
し
て
、



唯
一
人
、
蘇
州
に
開
す
る
記
録
を
残
し
た
園
珍
は
、
大
中
九
年
（
八
五
五
）

三
月
十
九
日
、
越
州
都
督
府
よ
り
過
所
を
交
付
さ
れ
る
と
、
同
行
を
約
束
し
た

圃
載
を
待
た
ず
長
安
へ
旅
立
っ
た
。
彼
ら
の
杭
州
通
過
は
日
程
よ
り
同
月
下
旬

の
某
日
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
の
期
待
通
り
杭
州
を
無
視
し
、
越
州
か
ら
蘇
州
へ

と
姿
を
現
わ
す
。マ

マ

大
中
九
年
二
月
、
轄
じ
て
蘇
州
に
至
る
。
病
い
に
縁
り
、
街
前
〔
同
〕
十

雙
の
徐
公
直
の
宅
に
寄
宿
す
。
直
、
力
を
壷
し
て
看
病
さ
る
（
匹
頸
濯
蔽

鬱

本
来
、
入
唐
僧
は
寺
院
を
宿
坊
と
す
る
が
、
よ
ほ
ど
緊
急
を
要
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
は
か
ら
ず
も
徐
直
の
世
話
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幸
い
に
病
も
愈

え
騰
調
が
回
復
し
た
と
こ
ろ
へ
、
遅
れ
て
き
た
圏
載
が
合
流
し
、
四
月
二
十
五

日
に
蘇
州
を
出
稜
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

圃
珍
ら
の
蘇
州
濡
在
は
翌
年
に
と
ぶ
。
一
行
は
約
半
年
に
わ
た
る
長
安
生
活

に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
て
越
州
へ
還
る
道
す
が
ら
、
ま
た
も
蘇
州
に
上
陸
、
お
お

よ
そ
三
箇
月
閲
を
徐
直
の
家
で
過
ご
し
て
い
る
。

『
行
歴
抄
』
に

五
月
十
七
日
、
蘇
州
徐
押
街
の
宅
よ
り
稜
っ

と
あ
り
、
圃
珍
に
は
往
路
に
受
け
た
厚
情
に
到
す
る
報
謝
の
氣
持
も
あ
っ
た
こ

と
は
一
應
首
肯
で
き
る
。
事
寅
、
病
氣
が
愈
え
た
直
後
、
圃
珍
は
徐
家
の
安
榮

を
祈
願
し
て

み

う

ち

く

ど

く

三
郎
押
衡
、
舎
弟
五
郎
、
合
宅
の
親
情
、
同
じ
く
此
の
功
に
油
い
、
永
え

ま
み

に
平
安
・
輻
智
を
保
ち
、
来
劫
は
同
じ
く
遮
那
佛
土
に
生
れ
、
佛
に
見
え

ん
こ
と
を
。

大
中
九
年
四
月
七
日
、
日
本
國
上
都
の
比
叡
山
延
暦
寺
・
天
台
遮
那
受

業
・
内
供
奉
・
救
賜
袈
裟
沙
門
・
博
燈
大
法
師
位
圃
珍
・
字
遠
塵
記
す

（
駐
弓
）

の
一
文
を
し
た
た
め
て
い
る
。
彼
が
蹄
國
後
も
徐
直
と
の
手
日
問
を
交
し
た
こ
と

ほ
知
ら
れ
て
お
り
、
徐
家
一
鴬
に
壷
き
せ
ぬ
喪
い
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
、
い

か
に
手
厚
い
看
病
を
受
け
た
か
が
偲
ば
れ
る
。
と
は
い
え
三
箇
月
に
な
ん
な
ん

と
す
る
日
時
を
報
謝
の
た
め
と
す
る
に
は
餘
り
に
も
長
す
ぎ
る
。
こ
の
長
逗
留

に
疑
い
を
持
っ
た
小
野
勝
年
氏
は
、
往
路
で
世
話
を
受
け
た
因
縁
の
ほ
か
に
、

蘇
州
に
お
い
て
日
本
人
の
蹄
航
に
開
す
る
情
報
を
得
る
目
的
が
あ
っ
た
た
め
と

(15) 

推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
け
だ
し
妥
嘗
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
先
學
逹
が
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
遣
唐
使
船
の
猥
着
地
と
し
て
蘇

州
の
占
め
る
位
置
は
大
き
い
。
天
賓
十
二
載
（
七
五
三
）
、
墜
員
一
行
が
遣
唐

副
使
大
伴
古
廠
呂
の
船
に
乗
り
込
み
、
最
後
の
航
海
へ
解
綾
し
た
黄
洒
浦
は
、

ま
さ
に
蘇
州
管
内
に
あ
り
、
嘗
時
は
長
江
口
の
海
濱
に
臨
む
常
熟
縣
の
一
浦
で

(16) 

あ
っ
た
。
天
平
五
年
（
七
三
二
）
入
唐
の
遣
唐
大
使
多
治
比
廣
成
ら
が
蹄
國
の

(17) 

船
に
乗
っ
た
の
も
、
黄
洒
浦
な
い
し
近
邊
の
浦
港
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
天
平
賓
字
三
年
（
七
五
九
）
、
先
の
遣
唐
大
使
藤
原
清
河
を
迎
え
に
渤
海

鰹
由
で
入
唐
し
た
高
元
度
ら
が
、
粛
宗
か
ら
新
造
船
一
隻
を
下
賜
さ
れ
、
越
州

浦
陽
府
（
浦
江
縣
）
折
衝
の
沈
惟
岳
ら
に
護
ら
れ
て
出
帆
し
た
の
も
蘇
州
で
あ

り
賓
蘊
九
年
（
七
七
八
）
十
一
月
に
蹄
着
し
た
遣
唐
判
官
大
伴
織
人
の
報
告

(18) 

法
を
聞
き
、
頓
に
一
心
[
-
二
観
〕
の
道
を
修
し
、
共
に
四
徳
の
果
を
證
せ

四



に
よ
っ
て
、
こ
の
度
の
遣
唐
使
船
四
隻
の
中
、
第
一
•
第
二
船
が
蘇
州
常
熟
縣

(19) 

に
お
い
て
順
風
を
待
っ
た
こ
と
を
知
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
唐
交
通
に
占
め
る
蘇
州
の
立
地
條
件
に
加
え
、
先
に
み
た
唐

後
半
期
に
お
け
る
繁
榮
ぶ
り
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
圃
珍
が
蘇
州
に
居
座
っ
た
の

ほ
罹
病
と
い
う
偶
猥
的
な
事
故
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
往
路
と
も
ど
も
蘇
州
で

母
國
か
ら
の
情
報
待
ち
が
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
貪
欲
な
ま

で
に
ひ
た
す
ら
研
鑽
に
は
げ
み
、
経
論
蒐
集
に
つ
と
め
た
圃
珍
が
、
わ
ず
か
に

長
安
青
龍
寺
の
法
全
よ
り
贈
ら
れ
た
『
大
日
経
義
繹
』
十
巻
中
の
末
巻
を
披
閲

し
て
い
る
以
外
、
痕
跡
ら
し
い
痕
跡
を
残
し
て
い
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
り
、

情
報
を
待
ち
な
が
ら
も
蘇
州
一
圃
の
佛
寺
を
訪
ず
れ
、
あ
る
い
ほ
典
籍
を
あ
さ

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
智
證
大
師
請
来
目
録
』
に

已
上
一
十
七
本
一
十
五
巻
、
並
雑
碑
銘
集
部
、
惣
計
七
十
二
部
二
百
一
十

、、

三
巻
、
並
於
＿
天
台
山
並
雨
浙
諸
州
f

偉
得

と
い
う
の
は
そ
の
傍
證
で
あ
り
、
ま
た
日
程
か
ら
み
て

並
別
家
章
疏
博
記
部
、

已
上
一
百
七
十
四
本
五
百
五
巻
、

、、

井
浙
西
等
f

停
得

と
も
記
す
浙
西
と
は
、
主
と
し
て
蘇
州
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

於
禰
温
台
越

論
を
越
州
に
も
ど
そ
う
。
南
路
の
開
拓
に
よ
り
閥
係
を
深
め
た
越
州
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
最
澄
の
紹
介
が
あ
る
。
最
澄
は
延
暦
二
十
三
年
（
唐
貞
元
二
十
・

八

0
四
）
九
月
一
日
、
遣
唐
副
使
石
川
道
盆
の
第
二
船
で
明
州
に
着
岸
。
病
死

の
道
盆
に
か
わ
る
遣
唐
判
官
菅
原
清
公
ら
が
長
安
へ
出
稜
し
た
後
、
約
半
月
の

四

病
氣
療
養
を
へ
て
義
員
を
伴
い
、
九
月
二
十
六
日
に
台
州
臨
海
縣
に
到
着
し
て

(20) 

い
る
。
時
に
台
州
刺
史
で
あ
っ
た
陸
淳
か
ら
天
台
山
修
輝
寺
の
道
蓬
を
紹
介
さ

れ
、
天
台
敦
學
の
研
修
に
没
頭
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
越
州
に
赴
い
た
の
は
翌

貞
観
二
十
一
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(21) 

『
天
台
法
華
宗
偉
法
偶
』
に

四
月
十
一
日

越
州
城
に
歴
遊
し
、
龍
興
の
寺
に
向
う
。
順
暁
和
上
の
邊

•
つ

に
て
五
部
灌
頂
を
稟
け
、
兼
ね
て
員
言
の
義
を
寓
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
を
『
顕
戒
論
縁
起
』
巻
上
の
「
大
唐
明
州
向
越
府
牒
」
に
照
合

す
れ
ば
、
同
月
六
日
付
で
最
澄
の
要
請
に
も
と
づ
き
明
州
公
験
が
登
給
さ
れ
、

そ
の
直
後
に
越
州
へ
赴
い
た
こ
と
が
分
る
。
別
稿
に
論
ず
る
公
験
・
過
所
の
問

題
か
ら
す
れ
ば
、
明
州
上
陸
後
、
た
だ
ち
に
長
安
と
越
州
都
督
府
へ
申
報
さ
れ
、

菅
原
清
公
ら
一
行
の
明
州
公
験
、
越
州
過
所
が
、
ま
た
台
州
へ
直
接
向
う
最
澄

ら
に
は
明
州
公
験
が
渡
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
半
年
後
、
明
州

に
た
ち
も
ど
っ
た
上
で
の
越
州
行
で
あ
っ
た
。

明
州
、
牒
す
。

し
た

日
本
國
求
法
僧
最
澄
の
状
に
準
る
に
稲
す
ら
く
、
今
、
證
を
追
い
法
を
求

め
、
越
州
龍
興
寺
井
ぴ
に
法
華
寺
等
に
往
か
ん
と
欲
す
。

求
法
僧
最
澄
、
義
員
行
者
丹
輻
成
、
罷
生
員
立
人

牒
す
。
日
本
國
求
法
僧
最
澄
の
朕
を
得
た
る
に
稲
す
ら
く
、

き
て
求
む
る
所
の
目
録
の
外
、
闘
く
る
所
の
一
百
七
十
餘
巻
の
鰹
井
ぴ
に

疏
等
、
其
の
本
は
今
見
に
具
足
し
て
越
州
の
龍
興
寺
井
び
に
法
華
寺
に
在

り
。
最
澄
等
、
自
ら
諸
寺
に
往
き
て
寓
し
取
る
を
得
ん
と
欲
す
。
伏
し
て

「
台
州
に
往



す
な
わ
ち
最
澄
は
台
州
・
天
台
山
に
お
い
て
集
め
た
経
疏
の
補
充
を
越
州
に
求

め
た
も
の
で
あ
り
、
越
州
の
佛
敦
事
情
を
窺
う
重
要
な
資
料
と
な
る
が
、
そ
の

こ
と
は
後
段
に
譲
る
。

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
空
海
も
ま
た
諦
國
の
途
次
、
越
州
に
姿
を
現
わ
す
。

霊
集
』
巻
五
所
牧
の
「
興
越
州
節
度
使
求
内
外
経
書
啓
」
に
は
、
長
安
で
寓
書

し
た
経
・
論
・
疏
・
大
曼
荼
羅
な
ど
の
不
足
を
嘆
き
、
あ
る
い
は
詩
賦
、
碑
銘
、

瞥
卜
な
ど
の
外
典
も
あ
わ
せ
て
補
い
た
い
旨
を
、
切
々
と
訴
え
て
い
る
。
最
澄

の
申
請
と
同
様
、
注
目
す
べ
き
啓
文
で
あ
ろ
う
。

遊
歴
わ
ず
か
一
月
足
ら
ず
の
最
澄
に
く
ら
べ
、
二
度
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
た

圃
珍
の
越
州
紹
介
は
、
入
唐
僧
中
、
最
も
詳
細
で
あ
る
。
ま
ず
大
中
八
年
九
月

七
日
、
天
台
國
清
寺
を
稜
ち
、
越
州
開
元
寺
に
あ
っ
た
良
諧
の
も
と
を
訪
ね
、

前
述
し
た
如
く
翌
年
三
月
下
旬
ま
で
の
半
年
餘
に
わ
た
っ
て
受
講
し
、
「
索

(22) 

車
」
「
四
悉
檀
」
「
減
縁
減
行
」
な
ど
の
決
答
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
地
で
抄

寓
し
た
経
典
も
多
く
、
『
智
證
大
師
請
来
目
録
』
等
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
請
弘
偲
員
言
止
観
雨
宗
官
牒
款
欣
」
に
よ
れ
ば
長
安
よ
り
の
蹄
途
、

五
月
晦
、
越
州
に
至
り
、
良
請
座
主
に
相
い
看
ゆ
。
天
台
法
華
玄
義
一
本

十
巻
、
砒
陵
妙
築
寺
天
台
法
華
疏
記
一
十
巻
、
剣
川
石
鼓
寺
天
台
法
華
私

志
一
十
四
巻
、
法
華
諸
品
要
義
一
巻
、
都
て
三
十
五
巻
の
法
文
を
拾
輿
せ

(23) 

ら
る
る
を
蒙
む
る
。
此
れ
従
り
拝
し
別
れ
て
天
台
山
に
向
う
。

と
あ
り
、
抄
寓
の
ほ
か
に
唐
僧
よ
り
贈
呈
さ
れ
た
も
の
も
多
敷
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
。
法
門
に
ま
つ
わ
る
こ
と
以
外
に
脇
目
も
ふ
ら
ぬ
圃
珍
が
、
た

乞
う
ら
く
は
公
験
も
て
慮
分
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
い
え
り
。

『
性

だ
一
度
、
最
澄
の
昔
を
偲
ん
で
か
越
州
の
山
々
と
暮
れ
な
ず
む
夕
日
を
眺
め
る

シ
ー
ン
が
あ
る
の
も
、
彼
が
越
州
に
捧
げ
る
攘
い
の
丈
を
物
語
っ
て
い
る
。
簡

略
に
す
ぎ
る
が
、
員
如
一
行
も
五
箇
月
餘
り
を
こ
の
越
州
と
天
台
山
の
閲
で
過

(24) 

し
て
い
る
。

興
房
が
随
伴
し
た
員
如
一
行
は
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
九
月
七
日
、
明
州
の

揚
扇
山
に
着
き
、
望
海
鎮
（
今
の
鎮
海
）
に
て
明
州
が
遣
わ
し
た
司
馬
李
閑
の

検
閲
を
蒙
む
っ
た
。
そ
の
年
十
二
月
、
越
州
に
上
陸
を
許
可
す
る
墨
救
が
と
ど

き
、
翌
年
改
め
て
越
州
観
察
使
鄭
暉
略
の
調
書
上
奏
を
へ
て
、
五
月
十
一
日
に(25) 

な
っ
て
所
々
行
脚
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
や
が
て
越
州
節
度
使
孤
陶
許

に
請
い
入
京
の
手
績
き
を
と
り
、
許
さ
れ
て
同
年
十
二
月
、
員
如
と
宗
叡
、
智

聰
、
安
展
、
調
念
そ
れ
に
興
房
、
任
仲
元
、
仕
丁
の
丈
部
秋
丸
ら
を
加
え
た
上

京
組
は
越
州
を
出
稜
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
越
州
滞
在
の
半
年
閲
、
ど
の
地(26) 

を
歴
訪
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
天
台
山
に
登
っ
た
可
能
性
が
あ
る
ほ
か
は

杭
州
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
入
唐
僧
の
越
州
相
闊
圏
を
取
急
ぎ
眺
め
て
き
た
が
、
立
地
條
件
ほ

と
も
か
く
、
出
入
國
に
と
も
な
う
越
州
の
役
割
や
政
治
的
な
側
面
、
い
わ
ば
＾

ー
ド
ウ
ニ
ア
ー
に
相
嘗
す
る
部
分
は
杭
州
の
そ
れ
を
遥
か
に
上
ま
わ
る
比
重
を

占
め
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
で
は
雨
地
域
の
ソ
フ
ト
ウ
ニ
ア
ー
の
面
、
換
言
す

れ
ば
入
唐
僧
逹
の
最
大
関
心
事
で
あ
る
佛
敦
事
情
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
か
、
彼
ら
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
何
か
が
越
州
佛
敦
に
よ
り
多
く
存
在
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
四



入
唐
僧
逹
が
杭
州
に
閥
心
を
示
さ
ず
、
越
州
に
魅
入
ら
れ
た
最
大
の
理
由
は
、

や
は
り
求
法
に
情
熱
を
燃
や
す
彼
ら
の
渇
き
を
癒
す
に
足
る
敦
學
が
、
杭
州
よ

り
も
多
く
存
在
し
た
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
國
の
佛
敦
界
が
貪
欲

に
、
悪
く
い
え
ば
ア
ト
ラ
ソ
ダ
ム
に
ひ
た
す
ら
振
取
に
つ
と
め
た
時
代
か
ら
、

意
識
的
に
取
捨
選
揮
を
行
う
時
代
へ
と
移
行
す
る
の
は
隋
唐
佛
敦
に
お
け
る
宗

派
成
立
の
動
き
と
決
し
て
無
闘
係
で
は
な
く
、
そ
れ
が
奇
妙
に
も
南
航
路
の
開

拓
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
も
、
注
目
に
値
い
し
よ
う
。
営
然
の
こ
と
な

が
ら
長
安
・
洛
陽
は
い
う
に
及
ば
ず
各
地
の
佛
敦
事
情
、
と
り
わ
け
碩
學
・
高

僧
の
動
向
は
最
大
の
閥
心
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
、
全
髄
に
わ
た
る
餘

裕
は
な
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
必
要
な
浙
東
、
越
州
そ
れ
に
密
接
な
関
係
を
持
つ

天
台
山
周
邊
ま
で
を
―
つ
の
佛
敦
圏
と
し
て
扱
い
、
杭
州
を
中
心
と
す
る
佛
敦

圏
の
消
長
と
比
較
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
證
明
で
き
る
ほ
ず
で
あ
る
。

す
で
に
早
く
、
中
國
佛
敦
の
地
域
性
に
注
目
し
、
各
地
の
特
色
や
流
布
の
情

況
、
換
言
す
れ
ば
佛
敦
界
の
消
長
を
分
類
研
究
す
る
必
要
を
説
か
れ
た
の
は
山

崎
宏
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
『
支
那
中
世
佛
数
の
展
開
』
に
「
南
北
朝
佛

教
の
敦
線
の
概
況
」
「
隋
唐
時
代
に
於
け
る
佛
敬
々
線
の
稜
展
」
の
雨
篇
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
、
時
代
ご
と
に
地
域
ご
と
に
活
躍
し
た
高
僧
の
分
布
圏
表
が
提

(27) 

示
さ
れ
た
。
高
僧
の
出
身
地
を
検
討
し
た
滋
野
井
括
氏
の
補
足
研
究
も
あ
る
が
、

そ
の
着
想
と
業
績
ほ
債
値
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
行
雲
流
水
の
性
格
上
、

困
難
な
た
め
か
地
域
を
特
定
す
る
こ
と
ほ
鉄
落
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
今
後
は

入
唐
憎
と
杭
州
・
越
州

四

四五

天 越 杭 蘇

台 州 州 州

581-
4 I 1 3 

626 
627-

4 4 6 
667 
668~ 

1 3 2 1 
713 
714-

1 2 4 
755 
756-

2 5 5 5 
800 
801~ 

5 1 4 1 
846 
847-

2 7 2 
907 

計 19 23 16 18 

唐
・
宋
雨
高
僧
停
に
限
ら
ず
稜
堀
資
料
も
含
め
た
再
調
査
と
細
か
な
分
析
の
必

要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
回
ほ
杭
・
越
雨
州
の
比
較
の
問
題
で
あ
り
、
雨
州
の

特
色
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
の
が
狙
い
で
あ
る
か
ら
最
大
公
約
敷
と
し
て
前

例
に
な
ら
い
高
僧
偉
に
限
定
し
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
雨
地
域
の
人

的
構
成
を
ヴ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
描
き
出
す
た
め
に
は
各
人
の
居
住
、
滞
在
の
時
期
を

追
跡
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今
回
は
割
愛
し
た
。

山
崎
宏
氏
の
分
類
に
よ
り
『
績
高
僧
偉
』

三
州
と
天
台
の
高
僧
分
布
を
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
宋
高
僧
偉
』
中
、
蘇
．
杭
・
越

一
見
し
て
杭
州
の
バ
ラ
つ
き
に
封
し
天
台
・
越
州
の
安
定
供
給
ぶ
り
が
目
を
引

く
。
杭
州
が
活
況
を
呈
す
る
の
は
玄
宗
朝
か
ら
武
宗
朝
ま
で
、
入
唐
僧
に
ふ
り

嘗
て
れ
ば
道
慈
や
普
照
・
榮
叡
の
時
代
か
ら
最
澄
・
空
海
の
頃
ま
で
で
あ
る
。

玄
宗
時
代
に
お
け
る
漕
運
の
重
視
と
杭
州
の
登
展
、
安
史
の
風
に
と
も
な
う
江

南
諸
地
域
へ
の
平
均
的
な
人
口
流
入
な
ど
も
無
視
で
き
ま
い
が
、
佛
敦
界
の
動



隠
山
に
檀
越
の
陳
仲
賓
が
建
立
し
た
天
竺
寺
を
中
心
に
『
法
華
継
』

経
』
等
を
諧
じ
、
天
台
系
の
法
門
を
轄
じ
た
。
彼
は
隋
文
―
帝
・
燭
帝
を
は
じ
め

多
く
の
貴
顕
に
蹄
仰
さ
れ
、
大
業
七
年
（
六
―
-
）
七
月
に
往
生
し
た
が
、
彼

の
死
後
そ
の
法
系
は
姿
を
消
し
、
杭
州
に
名
僧
を
見
出
す
に
は
開
元
年
閲
の
華

(28) 

厳
寺
玄
覧
（
六
五
一
ー
七
三
四
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
玄
覧
は
玄
宗

朝
の
侍
講
と
し
て
知
ら
れ
る
舒
國
公
猪
無
量
の
弟
で
あ
り
、
開
元
二
十
三
年

（
七
三
五
）
杭
州
北
郊
の
臨
平
に
没
し
た
が
、
門
下
に
明
了
・
大
覺
・
普
賢
・

紳
濡
．
摸
遜
の
名
が
み
え
る
。

玄
覧
と
同
様
、
律
學
を
専
攻
し
た
徳
秀
ほ
杭
州
定
山
霊
智
寺
の
僧
で
あ
り
、

(a) 

天
賓
初
年
（
七
四
1
1
)

1l
没
し
た
。
ま
た
『
法
華
経
』
を
諧
じ
た
道
光
（
六
八

二
—
七
六
0
)
~
南
山
律
の
巨
星
道
岸
に
學
ん
だ
律
僧
で
も
あ
り
、
玄
覧
と
同

(30) 

じ
く
華
厳
寺
に
住
し
た
。
こ
の
三
律
匠
を
つ
い
で
、
霊
隠
山
に
ュ
ニ
ー
ク
な
學

風
を
弘
め
杭
州
佛
敦
界
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
天
竺
寺
の
守
直
（
七

O
O
I七

(31) 

0
)
で
あ
る
。
今
、
絞
然
の
「
唐
杭
州
霊
隠
山
天
竺
寺
故
大
和
尚
塔
銘
井
序
」

（
社
晶
冗
）
と
こ
れ
に
基
づ
く
『
宋
高
僧
偲
』
に
よ
れ
ば
、
蘇
州
支
硼
山
に

(32) 

て
具
足
戒
を
受
け
荊
州
大
雲
寺
の
恵
員
に
學
ん
だ
の
ち
、
全
國
を
行
脚
す
る
聞

に
長
安
で
正
純
密
敦
初
祖
の
善
無
畏
に
菩
薩
戒
を
、
ま
た
北
宗
調
の
普
寂
か
ら

榜
伽
の
心
印
を
受
け
、
『
起
信
宗
論
』
『
南
山
律
紗
』
を
講
じ
、
の
ち
五
豪
山

に
入
り
『
華
厳
鰹
』
を
轄
讀
、
開
元
二
十
六
年
（
七
三
八
）
に
杭
州
大
林
寺
、

『
涅
槃

向
か
ら
す
れ
ば
律
と
椰
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

杭
州
南
天
竺
寺
の
開
基
と
し
て
知
ら
れ
る
員
観
は
錢
塘
の
人
。
天
台
智
顕
と

法
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
名
僧
で
あ
り
、
隋
の
開
皇
十
五
年
（
五
九
五
）
、

守
寵
と
同
時
代
の
餘
杭
宜
豊
寺
の
霊
一

法
嘱
の
相
部
律
を
よ
く
し
『
法
性
論
』
を
著
わ
し
た
。
越
州
の
曇
一
や
晉
陵
の

義
宜
（
竺
讀
1

得
』
）
と
親
し
く
、
會
稽
若
耶
山
の
懸
溜
寺
、
餘
杭
の
宜
豊
寺
に
住

し
多
く
の
文
人
墨
客
と
塵
外
の
交
り
を
結
び
、
賓
應
元
年
に
杭
州
龍
興
寺
で
入

(33) 

寂
し
て
い
る
。
ま
た
玄
宗
時
代
の
霊
隠
寺
に
は
潤
州
招
隠
寺
の
朗
然
に
南
山
律

を
講
じ
た
遠
法
師
や
天
竺
寺
の
威
律
師
の
ご
と
き
隠
れ
た
名
僧
も
い
た
（
仁
麟

嬰
畔
）
。
こ
の
威
律
師
の
行
歴
は
分
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
か
の
墜
員
が
法
嘱

の
『
四
分
律
疏
』
を
學
ん
だ
長
安
調
定
寺
の
義
威
に
つ
い
て
、
『
東
征
偉
』
に

〔
道
〕
岸
律
師
遷
化
の
後
、
そ
の
弟
子
杭
州
の
義
威
律
師
、
響
は
四
遠
に

振
い
、
徳
は
八
紘
に
流
れ
、
諸
州
も
亦
以
て
受
戒
の
師
と
為
す
。
義
威
律

み
ま
か
る

師
の
無
常
の
後
、
開
元
二
十
一
年
ー
時
に
大
和
上
は
年
冊
六
に
涌
つ
ー
淮

南
・
江
左
の
戒
律
を
浄
持
す
る
者
は
、
唯
大
和
上
の
み
獨
り
秀
れ
倫
ぶ
も

の
無
し
。

と
あ
り
、
開
元
二
十
一
年
以
前
に
没
し
た
と
偉
え
る
義
威
の
可
能
性
が
強
い
。

こ
れ
ほ
ど
の
律
匠
を
後
輩
の
賛
寧
が
『
宋
高
僧
偲
』
に
立
偉
し
て
い
な
い
の
は

不
思
議
で
あ
る
が
、
墜
員
が
受
學
し
た
の
は
長
安
輝
定
寺
に
お
い
て
で
あ
り
、

義
威
が
杭
州
に
あ
っ
た
時
期
は
分
ら
な
い
。
ま
た
蘇
州
支
硼
山
道
遵
が
「
年
ニ

十
に
至
っ
て
天
竺
〔
寺
〕
の
義
威
律
師
に
詣
り
て
具
〔
足
〕
戒
を
受
け
」
た
義

威
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
道
遵
の
受
戒
年
齢
が
義
威
没
後
の
二
年
目
に
営
る
と
い

（七
1

一
八
ー
六
二
）
も
律
僧
で
あ
る
。

霊

大
暦
二
年
（
七
六
七
）
に
天
竺
寺
へ
移
り
三
年
後
、
龍
興
寺
浄
土
院
に
没
し
た
。

多
く
の
門
弟
子
に
は
蘇
州
洞
庭
の
辮
秀
（
〗
畷
燈
愕
』
）
、
越
州
の
清
江
（
直
）
そ
し

て
絞
然
な
ど
が
い
る
。
律
匠
で
あ
り
華
厳
の
學
匠
で
も
あ
っ
た
。

四
六



(34) 

う
矛
盾
を
生
ず
る
。
以
上
が
玄
宗
の
開
元
・
天
賓
以
前
の
概
要
で
あ
る
。

安
史
の
風
後
に
注
目
す
ぺ
き
杭
州
僧
は
霊
隠
山
白
雲
峯
の
道
標
（
七
四

0
ー

八
二
三
）
で
あ
る
。
永
泰
初
め
（
七
六
五
）
霊
光
寺
に
具
足
戒
を
受
け
、
湖
州

抒
山
の
絞
然
（
鰈
噂
博
』
）
、
越
州
雲
門
寺
霊
激
（
鰈
辛
1

僧
倦
』
）
と
並
び
稲
さ
れ
た

詩
僧
と
な
り
「
雪
の
査
（
絞
然
）
は
能
く
清
秀
、
越
の
（
霊
）
激
は
氷
雪
を
洞

か
に
し
、
杭
の
（
道
）
標
は
雲
害
を
摩
す
」
と
の
諺
さ
え
生
ん
だ
と
い
う
。
竪

債
は
都
に
聞
こ
え
相
國
李
吉
甫
、
大
司
空
厳
綬
よ
り
以
下
、
白
居
易
や
劉
長
卿

な
ど
錘
々
た
る
文
人
逹
と
の
交
り
が
偲
え
ら
れ
て
い
る
。
佛
學
に
お
い
て
は
律

(35) 

匠
に
麗
す
る
。

杭
州
佛
数
に
彩
り
を
添
え
る
の
は
元
和
二
年
（
八

0
七
）
よ
り
四
年
ま
で
、

永
輻
寺
と
天
竺
寺
の
臨
壇
大
徳
を
つ
と
め
た
慧
琳
（
七
五

O
I八
三
1
1
)

で
あ

る
。
彼
は
杭
州
霊
隠
寺
に
業
を
受
け
、
永
禰
寺
に
迎
え
ら
れ
る
ま
で
の
二
十
餘

年
を
天
目
山
に
隠
れ
住
み
、
天
竺
寺
を
辟
し
て
再
び
山
に
入
り
、
太
和
六
年
四

月
に
没
す
る
ま
で
の
二
十
年
、
門
弟
子
の
訓
導
に
専
念
し
た
。
慮
元
輔
や
白
居

易
な
ど
元
和
よ
り
太
和
に
至
る
歴
代
の
郡
守
に
蹄
仰
を
受
け
、
一
様
に
「
砒
曇

の
孔
子
」
「
勝
力
の
菩
薩
」
と
讚
嘆
さ
れ
親
し
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
律

(
3
6
)
 

匠
で
あ
る
。

最
澄
ら
入
唐
前
夜
の
杭
州
に
光
彩
を
放
っ
た
の
は
径
山
寺
法
欽
で
あ
る
。
李

(37) 

吉
甫
撰
「
杭
州
径
山
寺
大
覺
師
碑
銘
井
序
」
な
ど
に
よ
れ
ば
丹
徒
の
鶴
林
寺
玄

素
に
遇
い
出
家
入
道
し
、
の
ち
天
目
山
の
一
峰
径
山
に
入
り
、
多
く
の
参
學
者

を
得
た
。
彼
が
代
宗
の
招
請
を
受
け
て
都
に
上
り
國
一
大
師
の
琥
を
賜
わ
っ
た

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
蹄
山
後
に
は
杭
州
刺
史
王
顔
の
願
い
に
よ
っ
て
杭

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

き
る
。

四
七

州
龍
興
寺
に
住
し
、
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
十
二
月
、
七
十
九
歳
で
没
し
た
。

杭
州
に
お
け
る
禰
學
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
。
爾
来
、
調
門
の
逸
材
が

あ
い
つ
ぎ
、
馬
祖
道
一
門
下
の
明
覺

(
I八
三
一
）
は
径
山
法
欽
の
風
を
慕
っ

(38) 

て
天
目
山
に
入
り
、
齊
安
（
ー
八
四
二
）
は
蓋
官
縣
の
海
昌
院
に
馬
祖
の
法
を

(39) 

弘
め
た
。
か
の
入
唐
僧
慧
驀
が
皇
太
后
嘉
智
子
の
命
を
受
け
て
調
宗
を
興
隆
す

べ
く
、
霙
池
寺
に
齊
安
を
訪
ね
た
次
第
ほ
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
百
丈
山
懐
海

(40) 

の
高
足
圏
脩
（
七
三
五
ー
八
三
三
）
は
秦
望
山
に
草
庵
を
結
び
、
衰
中
（
七
八

一
人
で
あ
り
、

o
l八
六
二
）
は
南
嶽
よ
り
杭
州
の
大
慈
山
に
入
り
、
四
方
か
ら
集
ま
っ
た
参

拝
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
。
唐
末
の
龍
泉
院
文
喜
（
八
―

-ol九
0
0
)
も
弟
子
の

(41) 

の
ち
仰
山
恵
寂
の
門
を
た
た
い
た
俊
秀
で
あ
る
。

一
方
、
杭
州
の
華
厳
學
に
は
天
竺
寺
法
読
（
七
一
八
ー
七
八
）
が
い
る
。
彼

が
天
竺
寺
で
『
華
厳
純
』
を
講
じ
た
と
き
、
か
の
清
涼
國
師
澄
観
が
法
席
に
就(43) 

き
疑
義
を
決
し
た
と
い
え
ば
、
大
暦
中
（
七
六
六
ー
七
八
）
の
こ
と
と
な
ろ
う
。

門
下
に
は
溺
陽
の
正
覺
、
會
稽
の
稗
秀
を
見
出
す
が
、
天
賓
六
年
に
は
蘇
州
、

大
暦

1

一
年
に
は
常
州
龍
興
寺
で
敦
化
す
る
な
ど
、
幅
廣
い
活
動
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
環
境
は
徳
宗
の
貞
元
年
聞
（
七
八
五
ー
八

0
五
）
ま
で
つ
づ
い

た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
恰
好
の
例
證
と
し
て
天
竺
寺
道
齊
を
畢
げ
る
こ
と
が
で

道
齊
は
錢
塘
の
生
れ
で
定
水
寺
に
出
家
し
た
。
具
足
戒
後
は
律
を
學
ぴ
、
や

が
て
霊
隠
寺
に
お
い
て
華
厳
に
親
し
み
、
天
竺
寺
に
移
っ
て
調
定
と
頭
陀
行
に

っ
と
め
た
。
偲
に
「
貞
元
二
十
一
年
、
四
方
の
學
者
勘
請
し
、
華
厳
経
を
講
ぜ

し
む
」
と
あ
り
、
講
席
に
瑞
華
を
生
じ
た
話
を
残
す
な
ど
名
磐
を
博
し
た
こ
と



五

ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

(44) 

を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
道
齊
の
の
ち
華
厳
の
法
燈
が
輝
き
っ

づ
け
た
様
子
ほ
認
め
ら
れ
ず
、
あ
る
い
は
彼
の
活
躍
が
一
時
の
仇
花
で
あ
っ
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
最
澄
・
空
海
の
入
唐
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
主
と
し
て
開
元
時
代
已
降
、

つ
ま
り
入
唐
南
路
の
開
拓
前
後
か
ら

の
杭
州
佛
敦
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
律
を
中
心
に
禰
・
華
厳
そ
し
て
天

台
の
學
風
も
若
干
認
め
ら
れ
る
。
唐
末
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
相
部
律
の

ほ
か
黄
菓
山
希
運
の
も
と
で
祠
を
修
し
、
會
昌
の
麿
佛
後
は
蘇
州
そ
し
て
杭
州

(45) 

千
頃
慈
雲
院
に
住
し
た
楚
南
（
八
ニ
ニ
ー
八
八
）
、
前
出
の
悟
空
大
師
齊
安
に

(46) 

學
ん
だ
径
山
の
緊
宗
、
そ
の
弟
子
に
あ
た
る
大
慈
山
行
満
ほ
か
、
甕
官
齊
豊
寺

(47) 

や
千
頃
山
に
入
っ
た
衰
中
門
下
の
越
州
龍
泉
院
文
喜
の
よ
う
に
、
杭
州
一
闘
に

留
錫
し
た
高
僧
逹
を
拾
い
上
げ
れ
ば
、
仲
々
の
盛
況
で
あ
る
が
、
そ
の
主
流
は

や
は
り
律
と
禰
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
唐
末
よ

り
五
代
に
か
け
て
次
第
に
そ
の
敷
を
増
し
て
い
く
事
賓
ほ
、
次
稿
に
お
い
て
明

杭
州
佛
敦
は
確
か
に
盛
況
で
あ
り
、
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
。
け
れ
ど
も

越
州
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
相
常
に
見
劣
り
が
す
る
の
も
否
定
で
き
な
い
。
律
學

―
つ
を
取
っ
て
も
「
會
稽
の
風
土
は
律
範
の
淵
府
」
（
『
這
隠
証
』
虹
）
と
目
さ
れ

る
法
城
の
地
で
あ
り
、
そ
れ
を
代
雛
す
る
の
が
龍
興
寺
道
岸
以
下
、
彼
の
高
足

の
法
華
山
寺
玄
懺
さ
ら
に
開
元
寺
曇
一
で
あ
っ
た
。

道
岸
（
六
五
四
ー
七
一
七
）
は
高
宗
の
菩
薩
戒
師
で
あ
り
朝
野
の
尊
信
を
浴

『
褐

(48) 

び
た
名
僧
で
あ
る
。
疑
問
も
あ
る
が
南
山
律
師
道
宣
の
弟
子
文
綱
に
學
び
、
越

州
龍
興
寺
に
住
し
て
南
山
律
を
弘
め
大
和
尚
と
琥
さ
れ
た
。
の
ち
中
宗
の
請
救

を
受
け
て
入
京
、
雨
京
諸
寺
の
綱
維
を
つ
と
め
、
大
薦
顧
寺
の
造
螢
を
宰
領
し

て
越
州
に
還
り
、
開
元
五
年
に
龍
興
寺
で
入
寂
し
た
。

江
表
は
多
く
十
誦
律
を
行
い
、
東
南
の
僧
ほ
堅
執
に
し
て
四
分
を
知
る
岡

き
を
以
て
、
岸
は
一
帝
の
墨
赦
を
請
い
南
山
律
宗
を
執
行
す
。
伊
の
宗
の
江

淮
の
閲
に
盛
ん
な
る
は
、
岸
の
力
な
り
。
（
嘩
亨
直
記
峠
）

門
下
に
は
越
州
に
玄
懺
の
ほ
か
行
超
、
龍
興
寺
主
の
義
海
、
同
寺
都
維
那
の

道
融
、
慧
武
、
大
萬
寺
の
懐
則
、
大
喜
寺
の
逍
超
、
齊
明
寺
の
思
一
、
雲
明
寺

の
慧
周
、
洪
邑
寺
の
懐
螢
、
香
厳
寺
の
懐
彦
、
平
原
寺
の
道
網
が
お
り
、
湖
州

(49) 

大
雲
寺
の
子
璃
や
興
國
寺
の
慧
纂
な
ど
も
學
が
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
璧
員
は

道
岸
に
具
足
戒
を
受
け
て
お
り
、
後
述
す
る
と
お
り
明
州
阿
育
王
寺
に
滞
在
中
、

招
請
に
よ
っ
て
越
州
へ
出
講
し
て
い
る
の
も
、
師
道
岸
と
の
因
縁
に
よ
る
も
の

と
み
ら
れ
る
。

道
岸
に
よ
る
四
分
律
宗
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
は
法
華
山
寺
の
玄
懺

（
六
七
五
ー
七
四
二
）
で
あ
る
。
道
岸
に
受
具
し
て
長
安
に
上
り
、
道
宣
の
上

に
あ
て
ら
れ
た
。

足
の
満
意
・
融
済
に
南
山
律
の
印
可
を
許
さ
れ
安
図
寺
・
佛
授
記
寺
の
律
大
徳

(50) 

の
ち
道
岸
の
も
と
に
還
り
『
四
分
律
輔
篇
記
』
十
巻
、

磨
述
章
』
三
篇
、
『
金
剛
義
疏
』
七
巻
を
撰
し
た
。
開
元
二
十
六
年
（
七
三
八
）

救
命
を
蒙
り
臨
壇
大
徳
と
な
り
、
採
訪
使
潤
州
刺
史
の
齊
瀧
は
彼
を
潤
州
ほ
じ

め
浙
西
諸
州
に
奉
迎
し
「
廣
陵
よ
り
信
安
に
お
よ
ぶ
迄
、
地
方
千
里
、
道
俗
の

法
を
受
く
る
者
、
殆
ん
ど
萬
人
を
出
ず
」
る
有
様
で
あ
っ
た
。
天
賓
元
年
（
七

四
八



四
1
1
)

十
一
月
、
住
寺
の
戒
壇
院
に
坐
亡
し
た
が
法
華
寺
の
曇
俊
・
崇
獣
、
龍

興
寺
の
崇
一
、
開
元
寺
の
智
符
、
稲
心
寺
の
崇
義
、
香
厳
寺
の
懐
節
、
賓
林
寺

の
洪
需
、
覺
引
寺
の
灌
頂
な
ど
多
く
の
門
弟
子
を
育
て
、
同
族
の
徐
嬌
、
徐
安

貞
ほ
か
太
子
賓
客
賀
知
章
、
越
州
都
督
景
誠
、
洒
州
刺
史
王
弼
な
ど
在
俗
の
弟

子
を
生
ん
だ
。

経
始
に
は
則
ち
紳
墓
・
崇
暁
、
住
持
に
は
則
ち
唯
湛
・
道
昭
、
並
び
に
射

か
ら
聖
場
を
護
り
て
親
し
く
智
印
を
博
う
。
そ
の
餘
一
一
一
千
の
門
人
、
五
百

(51) 

の
弟
子
、
般
若
の
深
法
を
承
け
、
砒
尼
の
密
行
を
受
く
。

玄
懺
に
つ
づ
き
、
四
分
律
を
も
っ
て
名
聾
を
博
し
た
碩
學
は
、
越
州
開
元
寺

の
曇
一
（
六
九
ニ
ー
七
七
一
）
で
あ
る
。
會
稽
に
生
れ
た
彼
は
景
龍
中
（
七
〇

七

-
1
0
)
u剃
髪
し
、
開
元
五
年
（
七
一
七
）
、
都
に
遊
び
律
を
は
じ
め
倶

舎
・
唯
識
を
修
め
、
善
無
畏
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
と
い
え
ぽ
新
来
の
純
密
を
も

學
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
在
京
中
「
三
蔵
の
隠
蹟
を
得
、
諸
宗
の
源
底
を
究
め
、

加
う
る
に
素
く
玄
・
儒
を
解
し
、
芳
ね
く
暦
・
緯
を
縮
べ
」
る
博
學
ぶ
り
は
公

卿
の
賓
護
を
受
け
た
。
陸
象
先
・
賀
知
章
・
李
蘊
・
徐
安
貞
・
張
説
・
宋
現
な

ど
嘗
時
を
代
表
す
る
人
士
を
莫
逆
の
友
と
し
て
い
る
。
彼
が
郷
里
に
錦
を
飾
っ

た
の
は
開
元
二
五
年
（
七
三
七
）
の
こ
と
で
あ
り
、
時
あ
た
か
も
全
國
に
配
置

さ
れ
た
開
元
寺
の
寺
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

曇
一
は
揚
州
龍
興
寺
の
法
懺
に
學
び
、
杭
州
宜
豊
寺
の
霊
一
、
揺
州
榜
伽
寺

の
懐
一
を
合
せ
「
懺
門
の
三
一
」
と
呼
ば
れ
た
。
ひ
た
す
ら
「
三
世
の
佛
法
は

戒
を
根
本
と
為
す
」
と
の
信
念
に
立
ち
、
相
部
律
の
『
四
分
律
疏
』
と
南
山
律

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

の
盛
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。

の
『
四
分
律
行
事
紗
』
を
ベ
ー
ス
に
自
ら
『
四
分
律
痰
正
義
記
』
を
著
わ
し
て

(52) 

い
る
。
興
味
深
い
の
は
同
門
に
親
し
い
霊
祐
が
お
り
、
霊
祐
は
墓
員
に
も
師
事

し
た
ば
か
り
で
な
く
、
墜
員
の
第
四
次
東
征
を
阻
ん
だ
張
本
人
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
法
慎
は
緊
員
よ
り
若
干
先
輩
で
あ
る
が
、
同
じ
揚
州
僧
と
し
て
交
流
が

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
の
ち
入
唐
僧
誡
明
と
得
消
ら
は
揚
州
龍
興
寺
に
霊
祐

を
訪
ね
、
聖
徳
太
子
の
い
わ
ゆ
る
『
勝
霊
鰹
義
疏
』
『
法
華
経
義
疏
』
を
賑
呈

し
た
と
こ
ろ
、
荊
嚢
湛
然
の
弟
子
、

雲
寺
の
明
空
が
嘆
服
し
、

四
九

つ
ま
り
曇
一
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
揚
州
法

『
勝
覧
継
疏
義
私
紗
』
六
巻
を
撰
述
す
る
。
こ
れ
が(53) 

圃
仁
の
眼
に
と
ま
り
書
寓
し
て
叡
山
に
送
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

璧
員
は
天
賓
二
年
十
二
月
、
第
三
次
渡
航
に
失
敗
し
明
州
阿
育
塔
寺
に
留
錫

す
る
に
至
っ
た
。
第
四
次
渡
航
計
憲
に
及
ぶ
開
、
越
州
龍
興
寺
の
衆
僧
が
律
を

講
じ
戒
を
授
け
る
よ
う
要
請
し
、
こ
れ
に
應
じ
た
緊
鳳
は
越
州
に
赴
き
、
さ
ら

に
杭
州
・
湖
州
・
宜
州
を
め
ぐ
っ
て
い
る
が
、
越
州
龍
興
寺
は
師
匠
道
岸
ゆ
か

り
の
寺
院
で
も
あ
り
、
安
藤
更
生
氏
が
推
測
さ
れ
た
恩
師
道
岸
の
逍
跡
を
訪
な

(54) 

う
意
闘
の
ほ
か
、
開
元
寺
に
て
活
躍
中
の
曇
一
の
姿
を
背
後
に
す
か
し
見
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
龍
興
寺
僧
ら
の
密
告
に
よ
っ
て
榮
叡
が
捕
え
ら
れ
た

の
も
、
む
し
ろ
睾
員
と
の
深
い
闘
係
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

曇
一
が
越
州
へ
蹄
還
し
た
開
元
二
六
年
（
七
三
八
）
よ
り
大
暦
六
年
（
七
七

-
）
十
一
月
に
遷
化
す
る
ま
で
の
開
元
寺
は
、
弟
子
三
千
、
門
人
八
萬
と
稲
さ

れ
る
律
學
の
一
大
林
叢
と
化
し
た
。
本
博
に
は
越
州
妙
喜
寺
常
照
、
建
法
寺
清

源
、
湖
州
龍
興
寺
紳
玩
、
宣
州
隠
静
寺
道
昂
、
杭
州
龍
興
寺
義
賓
、
台
州
國
清

寺
湛
然
、
蘇
州
開
元
寺
辮
秀
、
潤
州
棲
霞
寺
昭
亮
、
常
州
龍
興
寺
法
俊
な
ど
の



門
弟
子
を
列
奉
す
る
が
、
こ
の
他
に
も
華
厳
の
清
涼
國
師
澄
観
、
潤
州
招
隠
寺

(55) 

朗
然
、
襄
州
辮
覺
寺
清
江
な
ど
の
名
僧
が
綺
羅
星
の
ご
と
く
並
ん
で
い
る
。
唐

代
中
期
に
お
け
る
越
州
佛
敦
の
特
色
と
殷
賑
ぶ
り
の
一
っ
は
、
こ
の
曇
一
を
中

心
と
す
る
四
分
律
系
の
律
學
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

か
い
り
つ

江
淮
の
繹
子
の
木
叉
を
受
く
る
者
、

郎
ち
法
を
得
た
り
と
為
さ
ず
。

〔曇〕

一
の
壇
に
登
る
に
非
ざ
れ
ば
、

と
記
し
、
安
史
の
籠
に
は
越
帥
こ
と
ご
と
く
曇
一
を
僧
統
に
祭
り
上
げ
、
民
心

の
牧
緩
に
協
力
を
求
め
た
と
さ
え
い
う
。
そ
の
入
寂
は
承
和
の
遣
唐
使
船
に
先

立
つ
こ
と
三
十
餘
年
で
は
あ
る
が
、
道
岸
・
玄
懺
・
曇
一
の
令
名
は
壁
員
一
行

に
よ
り
必
ず
や
日
本
に
偲
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
玄
徽
の
弟
子
中
、
異
色
の
人
物
は
越
州
稲
心
寺
の
大
義
（
六
九
一

ー
七
七
九
）
で
あ
る
。
彼
は
西
郷
り
の
爾
山
に
生
れ
杭
州
震
隠
寺
に
出
家
し
、

紳
龍
元
年
（
七

0
五
）
の
試
鰹
度
僧
に
應
じ
ト
ッ
プ
の
成
績
で
昭
玄
寺
に
配
住

さ
れ
た
英
髯
で
あ
る
。
受
具
の
の
ち
越
州
開
元
寺
の
深
律
師
に
四
分
律
を
學
び
、

長
安
遊
學
を
へ
て
玄
像
の
門
に
入
り
、
玄
億
を
し
て
「
今
に
於
い
て
法
を
偲
う

る
も
の
、
子
に
非
ず
し
て
誰
ぞ
や
」
と
嘆
ぜ
し
め
た
と
い
う
。
や
が
て
稲
心
寺

の
超
律
師
に
請
わ
れ
て
寺
主
の
任
を
掌
っ
た
が
、
開
元
末
、
親
を
喪
な
っ
た
の

を
潮
に
天
台
佛
瀧
逍
場
に
入
り
、
天
賓
中
に
は
支
遁
ゆ
か
り
の
沃
州
山
に
寺
宇

(56) 

を
建
て
た
。
紀
年
に
い
さ
さ
か
疑
わ
し
い
貼
も
あ
る
が
、
天
台
・
四
分
律
双
習

の
寅
賤
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
閲
違
い
な
い
。
こ
の
大
義
を
慕
い
天
台
山
お
よ
び

東
陽
左
漢
に
同
行
し
た
の
が
越
州
大
萬
寺
の
紳
逍
で
あ
る
。
本
偲
（
麟
謬
僧
得
』
）

に
「
晩
年
、
稲
心
寺
に
大
義
律
師
を
慕
い
、
同
じ
く
三
観
を
天
台
宗
に
習
う
」

と
み
え
る
。

越
州
の
律
師
と
し
て
は
他
に
雲
門
寺
霊
激
（
七
四
六
ー
八
一
六
）
が
お
り
、

『
律
宗
引
源
』
二
十
一
巻
を
著
わ
し
、
ま
た
詩
僧
と
し
て
も
杭
州
の
道
標
、
審

(57) 

川
の
清
査
と
な
ら
ぴ
稲
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
鱚
れ
た
。
雲
門
寺
に
は
ま
た
梵

僧
無
側
が
住
み
絞
然
ら
と
交
わ
り
が
あ
っ
た
（
麟
詑
疇
記
巻
二
九
）
。
威
通
中
（
八

六
O
I七
四
）
に
開
元
寺
の
寺
主
を
つ
と
め
た
曇
休
（
鮫
古
噴
得
』
）
も
加
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

開
成
よ
り
の
ち
嘉
詳
寺
に
留
錫
し
た
相
部
律
の
允
文
（
八

0
五
ー
八
二
）
は
、

宜
宗
の
復
佛
と
と
も
に
開
元
寺
へ
迎
え
ら
れ
、
中
和

1

一
年
に
往
生
す
る
ま
で
律

乗
を
嘉
詳
・
静
林
三
寺
で
講
じ
た
。
ま
さ
に
圃
珍
の
入
唐
時
に
あ
た
る
が
、
法

嘱
の
相
部
律
を
浙
東
に
弘
め
た
立
役
者
で
あ
っ
て
、
懐
盆
・
攘
瘤
ら
多
く
の
門

人
を
輩
出
し
て
い
る
。
『
宋
高
僧
偲
』
の
撰
者
賛
寧
は
「
賛
寧
、
會
稽
に
登
り
、

曾
っ
て
〔
允
〕
文
の
員
相
に
證
し
、
法
孫
の
可
翔
、
苦
節
進
修
し
て
杜
多
の
行

に
叶
う
を
見
る
」
（
翌
転
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
允
文
と
同
時
期
、
越
州
の

律
學
を
背
負
っ
て
立
っ
た
の
が
開
元
寺
の
丹
甫
で
あ
り
、
主
に
南
山
律
を
偲
え

こ。f
 嘉

詳
寺
が
三
論
の
吉
蔵
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
よ
う
に
、
越
州
に
は
初
唐
ま
で

三
論
の
傭
統
が
あ
り
、
や
が
て
調
五
祖
弘
忍
の
弟
子
印
宗
が
妙
喜
寺
に
調
風
を(58) 

偲
え
（
認
回
借
倦
』
）
、
後
述
す
る
天
台
學
の
玄
朗
が
参
禰
す
る
風
景
も
み
ら
れ
た
。

そ
の
こ
と
を
代
辮
す
る
の
が
雲
門
寺
道
亮
で
あ
ろ
う
。
彼
は
越
州
に
生
れ
三
論

を
學
ぴ
『
涅
槃
継
』
を
講
じ
、
中
宗
の
菩
薩
戒
師
と
な
り
審
宗
朝
に
重
ん
じ
ら

れ
廣
く
調
風
を
博
え
た
（
峠
置
震
』
）
。
初
唐
に
お
け
る
越
州
佛
敦
の
あ
り
よ
う

五
〇



を
満
身
に
浴
び
た
人
物
と
い
え
る
。
け
だ
し
杭
州
に
比
べ
朦
學
の
影
ほ
希
薄
で

あ
る
。
越
州
に
生
れ
弘
忍
の
禰
法
、
道
岸
の
律
を
修
め
た
妙
喜
寺
の
僧
逹
（
六

弓
ハ
ー
七
一
九
）
も
い
る
（
野
噂
停
』
）
。
輝
・
律
・
華
厳
双
習
者
に
は
聟
陽
杭

鳥
山
智
蔵
（
七
四
一
ー
八
一
九
）
が
お
り
、
律
虎
と
琥
せ
ら
れ
、
『
華
厳
罷
妙

義
』
を
著
わ
し
た
。
馬
祖
道
一
に
も
参
椰
し
て
い
る
（
麟
冨
借
偲
』
）
。

律
と
な
ら
ん
で
越
州
佛
数
を
彩
る
も
の
ほ
天
台
學
で
あ
る
。
智
顕
の
天
台
學

ほ
章
安
灌
頂
（
五
六
一
ー
六
三
二
）
の
の
ち
、
こ
れ
を
畿
承
し
た
智
威
（
ー
六

(59) 

八
0
)
慧
威
（
六
三
四
ー
七
―
―
―
-
）
の
時
を
へ
て
、
左
漢
玄
朗
（
六
七
三
ー
七

五
四
）
に
至
る
閲
は
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
お
り
、
一
種
の
暗
黒
時
代
と
目
さ

れ
て
い
る
。
玄
朗
は
惹
威
の
門
下
で
あ
り
、
異
論
も
あ
る
が
天
台
敦
學
は
、
玄

朗
を
織
い
だ
荊
湊
堪
然
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
堪
然
以
来
、
活
況

を
呈
し
た
こ
と
は
開
違
い
な
い
と
し
て
も
、
越
州
に
天
台
學
の
レ
ー
ル
を
敷
い

た
功
勝
者
は
玄
朗
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

玄
朗
（
六
七
三
ー
七
五
四
）
字
は
恵
明
、
東
陽
は
義
烏
（
浙
江
省
）
の
生
れ
で

あ
る
。
如
意
年
中
（
六
九
二
）
故
郷
の
清
泰
寺
に
得
度
し
、
光
州
の
律
師
道
岸

に
具
足
戒
を
受
け
、
こ
れ
ま
た
前
出
の
越
州
妙
喜
寺
印
宗
に
従
っ
て
律
學
を
受

け
た
。
の
ち
東
陽
天
宮
寺
の
慧
威
の
門
を
た
た
き
、
爾
来
三
十
餘
年
を
左
嚢
巖

(60) 

に
過
し
、
天
賓
十
三
年
九
月
、
八
二
歳
で
減
し
た
。
「
故
左
撲
大
師
碑
」
に
よ

れ
ば
門
下
に
は
衝
州
龍
邸
九
巖
寺
の
道
賓
以
下
を
列
學
す
る
が
、
入
室
の
弟
子

に
婆
州
開
元
寺
の
行
宜
、
常
州
妙
架
寺
の
湛
然
が
お
り
、
湛
然
が
天
台
に
入
っ

た
の
は
、
玄
朗
の
没
し
た
二
年
後
の
至
怨
元
年
（
七
五
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。

玄
朗
の
箕
讚
を
も
の
し
た
の
が
稲
心
寺
大
義
と
と
も
に
机
下
に
参
じ
た
前
記

入
唐
憎
と
杭
州
・
越
州

五

の
大
馬
寺
誹
逍
で
あ
る
。
律
學
と
天
台
學
を
兼
習
す
る
大
義
ら
の
姿
勢
が
、
玄

朗
の
そ
れ
と
相
い
通
ず
る
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
天
台
敦
學
の
影
響

篤
い
越
州
の
地
理
的
條
件
と
佛
敦
界
の
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。
玄
朗
門
下
の
中
、
越
州
僧
に
は
法
華
寺
の
法
源
・
紳
醤
、
杭
州
僧
に
は

霊
曜
寺
の
法
澄
、
霊
隠
寺
の
法
員
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
明
州
僧
の
天
賓
寺
逍

(61) 

源
、
浄
安
寺
恵
従
な
ど
を
含
め
、
そ
の
事
賓
を
裏
付
け
る
も
の
が
あ
る
。

紳
墓
（
七
一

0
ー
八
八
）
は
開
元
二
六
年
（
七
三
八
）
郷
里
の
聟
陽
（
浙
江

省
諸
聟
）
の
香
厳
寺
に
得
度
し
、
越
州
法
華
寺
の
玄
懺
よ
り
南
山
律
紗
を
學
び
、

師
を
し
て
「
こ
の
子
敷
年
の
後
、
卒
に
學
者
の
司
南
と
な
ら
ん
、
爾
、
そ
れ
勉

め
よ
」
と
い
わ
し
め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
玄
朗
に
従
い
天
台
の
四
敦
三

観
を
習
い
、
五
夏
に
し
て
「
呉
・
會
の
閲
、
學
者
こ
れ
に
従
う
」
ま
で
に
大
成

し
、
天
賓
年
閲
に
入
る
と
請
わ
れ
て
聟
陽
の
法
架
寺
に
住
し
た
。
ま
さ
に
玄
朗

そ
し
て
越
州
僧
に
み
た
律
・
天
台
兼
習
の
特
徴
を
、
彼
も
ま
た
備
え
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
肺
墓
は
の
ち
長
安
に
上
り
、
安
史
の
風
を
避
け

ょ

て
越
州
法
華
寺
に
も
ど
っ
て
登
壇
授
戒
に
つ
と
め
「
丹
陽
起
り
金
華
に
消
ぶ
ま

で
、
そ
の
開
の
繹
子
は
皆
命
じ
て
親
敦
師
と
な
す
」
と
稲
さ
れ
た
。
大
暦
中
の

こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
越
州
焦
山
に
大
暦
寺
を
建
立
し
執
筆
に
、
あ
る
い
は
弟

子
の
敦
導
に
務
め
、
貞
元
四
年
（
七
八
八
）
十
一
月
に
没
し
た
。
彼
が
観
察
使

陳
少
遊
の
要
請
を
受
け
て
嵩
岳
道
士
の
呉
箔
と
交
え
た
有
名
な
論
戦
は
『
翻
迷

論
』
三
巻
に
結
果
し
て
い
る
。
湛
然
の
員
讚
を
撰
し
た
の
は
彼
で
あ
り
、
門
下

(62) 

か
ら
は
霊
激
の
ほ
か
智
昂
、
進
明
、
慧
照
ら
が
巣
立
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
呂
后
山
寺
の
開
基
寧
賀
（
七
五
四
ー
八
二
八
）
は
馬
祖
道
一
の
弟



天
台
中
興
の
祖
、

,. 
ノ‘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
荊
漢
湛
然
（
七
―
一
ー
七
八
二
）
と
天
台
國
清

む
す
び
に
か
え
て

子
で
あ
り
（
麟
謬
噂

2

』
)
、
そ
の
遺
寺
に
住
し
た
文
質
（
七
七
八
ー
八
六
一
）
は

『
四
分
律
』
『
法
華
鰹
』
『
華
厳
紐
』
等
を
講
じ
（
鱈
亨
偕
倦
』
）
、
聟
陽
の
棲
員

院
開
基
の
輝
借
慧
沐
（
八
一

O
I九
七
）
は
ま
た
越
州
鑑
水
院
（
明
心
院
）
の

開
基
住
職
と
な
っ
た
（
鰈
鵡
喧
得
』
）
。
聾
陽
に
は
ま
た
大
中
聖
壽
寺
の
開
山
稗
智

（
八
一
九
ー
八
六
）
が
お
り
、
雲
門
寺
惟
孝
に
投
じ
、
の
ち
相
國
の
翡
休
に
重

ん
じ
ら
れ
た
（
麟
謬
噂
』
）
。

唐
末
に
は
難
を
會
稽
に
避
け
る
者
も
多
か
っ
た
が
、
應
天
山
寺
希
圃
も
そ
の

一
人
で
あ
り
、
光
啓
中
（
八
八
五
ー
八
八
）
蘇
州
よ
り
明
州
そ
し
て
越
州
賓
林

山
寺
に
入
っ
て
い
る
（
鱈
窪
僭
應
』
）
。
盛
唐
の
詩
人
王
維
と
莫
逆
の
交
り
を
結
ん

だ
元
崇
が
大
暦
初
（
七
六
五
ー
七

0
)
頃
、
浙
東
へ
巡
錫
し
た
よ
う
な
例
や
睦

州
龍
興
寺
の
慧
朗
と
か
か
わ
り
を
持
っ
た
越
州
雲
門
寺
の
調
師
晉
公
、
慧
朗
の

弟
子
に
あ
た
る
越
州
賓
林
寺
の
有
油
・
遠
整
、
あ
る
い
は
若
干
年
を
開
元
寺
で

喜
喜
、
訓
導
し
た
文
喜
（
唸
言
）
の
よ
う
な
例
は
一
切
な
ら
ず
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
質
量
と
も
に
杭
州
を
匪
倒
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
入
唐
僧
逹
に
と
り
同
じ
佛
敦
圏
と
み
な
さ
れ
る
石
城
、

剣
縣
そ
し
て
台
州
・
天
台
山
の
情
況
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
も
は
や
疑
う
餘
地
は

な
か
ろ
う
。
本
傭
は
な
い
が
最
澄
の
師
順
暁
ほ
越
州
東
峯
山
寺
僧
、
圃
珍
が
學

ん
だ
良
謂
も
越
州
開
元
寺
僧
で
あ
り
、
諧
天
台
座
主
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘

(63)

（

64) 

寺
と
の
こ
と
は
喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
。
最
澄
が
師
事
し
た
道
蓬
、
そ
の
弟
子

(65) 

で
圃
載
が
携
え
た
叡
山
の
未
決
に
決
答
を
輿
え
た
禰
林
寺
の
廣
脩
（
七
七
―
|

(66) 

八
四
一
―
-
）
、
は
た
ま
た
圃
珍
の
止
観
堂
建
立
に
協
力
し
た
物
外
や
清
観
な
ど
は
、

日
本
天
台
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
面
々
で
あ
る
。
廣
脩
と
同
年
に
死
ん
だ
輻
田
寺

普
岸
（
七
七

O
I八
四
一
―
-
）
は
百
丈
職
師
懐
海
に
學
び
太
和
中
（
八
二
七
ー
三

（町）

五
）
に
入
山
し
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先
、
牛
頭
祠
六
祗
の
慧
忠
に
参
禰
し
た
遺
則
（
七
五
四
ー
八
三

（

fS）
 

0
)
ほ
天
台
山
佛
窟
巖
に
入
り
文
オ
に
ま
か
せ
て
詩
文
を
多
く
残
し
た
。
ま
た

『
四
分
律
』
『
法
華
紐
』
を
講
じ
た
國
清
寺
の
文
學
（
七
六

O
I八
四
二
）
は

「
佛
窟
の
〔
逍
〕
則
公
の
祠
道
と
並
謳
し
て
相
い
高
し
」
と
稲
さ
れ
、
國
清
寺

(fg) 

大
徳
に
救
任
さ
れ
て
お
り
、
最
澄
よ
り
園
珍
に
至
る
閲
の
天
台
佛
敦
を
桓
閲
み

る
思
い
が
す
る
。
園
珍
が
「
日
本
國
大
徳
僧
院
」
を
ゆ
だ
ね
た
清
観
が
図
清
寺

僧
元
障
律
師
に
投
じ
た
と
い
う
よ
う
に
（
〗
亨
）
博
』
）
、
詳
細
の
分
ら
な
い
姿
が

散
見
す
る
が
、
お
お
む
ね
天
台
を
主
に
律
・
禰
そ
し
て
浄
土
の
色
合
い
が
強
い

(70) 

の
で
あ
る
。
刻
縣
沃
州
山
禰
院
の
開
基
寂
然
(
|
八
三
三
）
異
僧
の
大
濡
山
霊

(

7

1

)

(

7

2

)

 

祐
（
七
七
一
ー
八
五
三
）
、
萎
州
五
洩
山
霊
獣
（
七
四
七
—
八
一
八
）
な
ど
の

入
山
も
天
台
佛
敦
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

註(

1

)

玉
井
幸
助
『
日
記
文
學
概
説
』
（
國
書
刊
行
會
・
一
九
八
二
年
）
、
齋
木
一
馬

『
古
記
録
の
研
究
』
（
『
齋
木
一
馬
著
作
集
』
一
・
ニ
）
。

(

2

)

『
績
日
本
紀
』
巻
三
・
慶
雲
元
年
秋
七
月
甲
申
朔
の
條
に
「
正
四
位
下
、
粟
田

員
人
自
唐
國
至
、
初
至
唐
時
、
有
人
来
問
曰
、
何
慮
使
人
、
答
日
、
日
本
國
使
、

五



我
使
反
問
日
、
是
何
州
界
、
答
日
、
是
大
周
楚
州
憲
城
縣
界
也
」
と
あ
る
。

(

3

)

『
日
本
後
記
』
『
叡
山
大
師
偉
』
（
『
偲
教
大
師
全
集
』
一
巻
附
録
）
。

(

4

)

『
扶
桑
略
記
』
巻
五
、
『
三
國
佛
法
博
通
縁
起
』
巻
中
、
『
三
論
祖
師
博
集
』

巻
下
、
『
本
朝
高
憎
博
』
巻
一
。
例
え
ば
『
元
亨
繹
書
』
巻
一
・
智
蔵
催
に
「
奥

國
人
、
禰
亮
法
師
俗
時
子
也
、
謁
嘉
詳
受
三
論
微
旨
」
と
し
、
智
蔵
の
父
禰
亮
の

偲
に
も
三
論
を
吉
蔵
に
受
け
た
と
あ
り
、
こ
れ
と
混
同
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

輻
亮
に
つ
い
て
は
『
扶
桑
略
記
』
巻
四
、
『
三
國
佛
法
偲
通
縁
起
』
巻
中
、
『
本

朝
高
憎
傭
』
巻
一
、
『
元
亨
繹
書
』
巻
一
六
に
み
え
る
。

(

5

)

慧
灌
の
博
は
『
日
本
書
紀
』
巻
ニ
ニ
、
『
扶
桑
略
記
』
巻
四
、
『
三
國
佛
法
侮

通
縁
起
』
巻
中
、
『
本
朝
高
憎
偲
』
巻
一
、
『
元
亨
繹
書
』
巻
一
に
み
え
る
。

(

6

)

『
東
征
博
』
に
「
時
越
州
憎
等
、
知
和
上
欲
往
日
本
國
、
告
州
官
日
、
日
本
國

僧
榮
叡
等
、
誘
和
上
欲
往
日
本
國
、
山
陰
縣
尉
遣
人
、
於
王
丞
宅
、
捜
得
榮
叡

師
、
着
枷
通
送
京
、
遂
至
杭
州
、
榮
叡
師
臥
病
、
請
暇
療
治
、
経
多
時
云
、
病
死

乃
得
放
出
」
と
あ
る
。

(

7

)

『
元
亨
繹
書
』
巻
六
・
義
空
博
に
「
初
慧
蒋
法
師
跨
海
莞
法
、
吾
皇
太
后
橘

氏
、
欽
唐
地
之
輝
化
、
委
金
幣
於
蒋
、
拍
聘
有
道
奪
宿
」
と
あ
る
。
橋
本
進
吉
編

「
慧
蒋
和
尚
年
譜
」
（
『
大
日
本
佛
数
全
書
』
遊
方
偲
叢
書
•
第
四
冊
）
は
『
元
亨

繹
書
』
巻
一
六
に
「
齊
衝
初
（
八
五
四
）
、
應
橘
太
后
詔
、
齋
幣
入
唐
」
と
あ
る

の
は
嘉
詳
一
ー
一
年
（
八
五

0
)
太
后
入
減
よ
り
し
て
疑
わ
し
い
と
す
る
。
従
う
ぺ
き

で
あ
ろ
う
が
『
文
態
賓
録
』
巻
一
に
は
嘉
詳
一
＿
一
年
條
に
一
括
し
て
慧
幕
入
唐
の
こ

と
を
記
す
。
神
田
喜
一
郎
「
林
羅
山
手
校
の
白
氏
文
集
」
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
八

ニ
ー
一
参
看
゜

(

8

)

い
ず
れ
も
『
大
正
大
蔵
罷
』
第
五
五
冊
・
目
録
部
。

(

9

)

『
入
唐
求
法
行
歴
の
研
究
ー
智
證
大
師
圃
珍
篇
』
上
・
下
（
一
九
八
二
年
・
法

蔵
館
刊
）
。
な
お
佐
伯
有
清
『
智
證
大
師
偉
の
研
究
』
（
一
九
八
九
•
吉
川
弘
文

館
）
、
小
山
田
和
夫
『
智
證
大
師
圃
珍
の
研
究
』
（
一
九
九

0
年
・
吉
川
弘
文
館
）

も
併
せ
参
照
。

(
1
0
)

杉
本
直
治
郎
『
員
如
親
王
停
研
究
』
―
―
―
―
―
―

i
―1
H
ハ
九
頁
。

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

五

(
1
1
)

『
大
正
大
蔵
経
』
第
五
五
冊
・
目
録
部
。
な
お
『
入
唐
略
記
』
に
は
「
但
宗
叡

和
尚
、
依
有
宿
、
自
汗
州
相
別
、
取
河
中
府
逍
、
向
五
蛋
山
」
と
あ
る
。

(
1
2
)

『
日
本
紀
略
』
後
篇
「
承
平
六
年
七
月
十
三
日
己
亥
、
大
宰
府
申
大
唐
呉
越
州

マ
マ

人
蒋
承
動
・
季
盈
張
等
末
著
之
由
。
」
と
あ
る
。
時
に
文
稜
王
（
成
宗
）
錢
元
瑠

の
五
年
目
に
あ
た
る
。

(
1
3
)

人
民
出
版
祉
刊
『
中
國
人
口
史
』
一
九
八
八
年
、
第
六
章
「
唐
朝
和
五
代
人

ロ」。

(
1
4
)

天
賓
中
、
杭
州
の
所
管
縣
八
、
越
州
八
。
元
和
中
は
杭
州
八
、
越
州
七
で
あ

る。

(
1
5
)

小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
行
歴
の
研
究
』
下
巻
、
大
中
十
年
五
月
十
七
日
條
、
注

(

1

)

。

(
1
6
)

安
藤
更
生
『
墜
員
大
和
上
偲
之
研
究
』
第
十
七
章
、
註
仰
に
詳
し
い
論
證
が
あ

る。

『
偲
数
大
師
全
集
』
第
三
所
牧
゜

(
1
7
)

『
績
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
十
一
月
條
に
「
平
群
朝
臣
廣
成
等
拝

朝
、
初
廣
成
、
天
平
五
年
随
11

大
使
多
治
比
員
人
廣
成
＿
入
唐
、
六
年
十
月
事
畢
却

婦
、
四
船
同
登
、
従
レ
蘇
入
レ
海
、
悪
風
忽
起
、
彼
此
相
失
」
と
み
え
る
。マ

マ

(
1
8
)

『
績
日
本
紀
』
巻
二
三
・
天
平
賓
字
五
年
八
月
甲
子
條
「
迎
藤
原
河
清
使
高
元

度
等
、
至
レ
自
＝
唐
國
―
…
…
又
有
ー
ー
内
使
↓
宜
レ
救
日
、
…
…
郎
令
ュ
中
謁
者
謝
時
和

押
領
元
度
等
向
＝
蘇
州
f

云
云
」
と
あ
る
。

(
1
9
)

『
績
日
本
紀
』
巻
三
五
・
賓
編
九
年
十
一
月
乙
卯
條
「
大
伴
織
人
等
上
奏
言
…

マ
マ

…
九
月
三
日
、
登
レ
自
ー
ー
揚
子
江
口
f

至
ー
ー
蘇
州
常
耽
縣
f

候
レ
風
、
云
云
」
。
ま
た

『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
一
・
外
臣
部
・
朝
貢
・
開
元
二
十
一
年
八
月
條
に
は
「
日

本
國
朝
賀
使
員
人
廣
成
、
興
ー
ー
僚
従
五
百
九
十
f

舟
行
遇
レ
風
、
謁
至
一
＿
蘇
州
f

刺

史
錢
惟
正
以
聞
、
詔

1

＿
通
事
舎
人
章
景
f

先
往
＝
蘇
州
↓
宜
慰
焉
」
と
も
あ
る
。

(
2
0
)

『
顕
戒
論
縁
起
』
上
に
台
州
司
馬
呉
額
叙
の
「
送
最
澄
上
人
還
日
本
國
叙
」
が

あ
り
「
以
貞
元
二
十
年
九
月
二
十
六
日
、
業
於
海
郡
、
謁
太
守
陸
公
、
云
云
」
と

あ
る
。

(
2
1
)

『
日
本
大
蔵
継
』
天
台
宗
顕
数
章
疏
第
一
、



（
『
金
唐

(
2
2
)

長
安
よ
り
婦
還
し
た
と
き
の
「
乞
台
州
公
験
朕
井
公
瞼
」
（
『
餘
芳
編
年
雑
集
』

所
牧
）
に
「
大
中
八
年
九
月
七
日
離
天
台
、
至
越
州
開
元
寺
、
遇
博
天
台
数
弟
子

良
請
閤
梨
、
講
授
宗
義
、
時
決
薔
疑
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
『
行
歴
抄
』
の
ほ

か
「
請
弘
偲
雨
宗
官
牒
」
に
も
み
え
「
兼
抄
法
文
、
以
補
未
足
」
を
加
え
て
い
る
。

(
2
3
)

『
行
歴
抄
』
に
は
日
付
を
「
五
月
二
十
一
＿
一
日
」
、
組
巻
敷
を
「
廿
六
巻
」
に
作

る。

(
2
4
)

『
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
』
の
「
〔
貞
観
〕
五
年
、
彼
（
越
）
州
観
察
使
鄭
暉
略

（
鄭
裔
綽
）
更
為
賓
録
、
轄
以
言
上
、
五
月
十
一
日
、
巡
證
所
々
求
法
」
と
あ

り
、
少
く
と
も
貞
観
五
年
（
八
六
四
）
正
月
に
は
越
州
に
到
着
し
て
い
よ
う
。

(
2
5
)

『
入
唐
略
記
』
に
は
「
此
歳
大
唐
咸
通
三
年
九
月
十
三
日
」
と
あ
る
が
、
正
し

く
は
咸
通
四
年
で
あ
る
。

(
2
6
)

『
入
唐
五
家
偲
』
輝
林
寺
憎
正
偲
に
「
尋
至
天
台
山
、
次
於
大
華
厳
寺
、
供
養

千
憎
、
郎
是
本
朝
本
願
也
」
と
あ
る
が
、
一
連
の
五
憂
山
登
攀
中
の
記
述
に
挿
入

さ
れ
た
天
台
山
の
こ
と
は
、
や
や
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。
五
蛋
山
と
天
台
山
と
の

混
同
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

（
町
）
山
崎
宏
『
支
那
中
世
佛
数
の
展
開
』
（
清
水
書
店
一
九
四
二
年
）
第
五
章
及

び
第
七
章
、
滋
野
井
括
『
唐
代
佛
教
史
論
』
（
平
榮
寺
書
店
一
九
七
一
―
-
）
「
唐

代
佛
数
数
線
の
検
討
」
。

(
2
8
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
二
六
・
唐
杭
州
華
厳
寺
玄
覧
停
、
『
金
唐
文
』
巻
―
―

10五、

徐
安
貞
「
唐
玄
覺
法
師
碑
」
。

(
2
9
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
一
四
・
唐
杭
州
震
智
寺
徳
秀
偲
゜

(
3
0
)

『
宋
高
僧
博
』
巻
一
四
・
唐
杭
州
華
嘉
寺
道
光
博
゜

(
3
1
)

『
抒
山
集
』
巻
九
、
「
唐
杭
州
震
隠
山
天
竺
寺
故
大
和
尚
塔
銘
井
序
」
（
『
金
唐

文
』
巻
九
一
八
）
、
『
宋
高
憎
博
』
巻
一
四
・
唐
杭
州
天
竺
山
震
隠
寺
守
直
偉
゜

(
3
2
)

恵
員
の
こ
と
は
李
華
撰
「
荊
州
南
泉
大
雲
寺
故
蘭
若
和
尚
碑
」
（
『
金
唐
文
』
巻

三
一
九
）
。

(
3
3
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
一
五
・
唐
餘
杭
宜
豊
寺
震
一
偲
゜

(
3
4
)

『
絞
然
集
』
巻
九
、
「
蘇
州
支
硼
山
報
恩
寺
法
華
院
故
大
和
尚
碑
」

『
宋
高
僧
偲
』
巻
二
七
・
唐
蘇
州
支
欄
山
道
遵
停
、

文
』
第
九
一
八
）
、

正
統
』
巻
二
。

(
3
5
)

『
宋
高
僧
停
』
巻
一
五
・
唐
杭
州
震
隠
山
道
標
偲
゜

(
3
6
)

『
宋
高
僧
縛
』
巻
一
六
・
唐
錢
塘
永
爾
寺
慧
琳
偲
゜

(
3
7
)

『
全
唐
文
』
巻
五
ー
ニ
。
な
お
『
宋
高
僧
停
』
巻
九
・
唐
杭
州
径
山
法
欽
偲
、

『
偲
燈
録
』
巻
四
を
参
看
。

(
3
8
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
―
-
．
唐
天
目
山
千
頃
院
明
覺
偲
゜

(
3
9
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
―
-
．
唐
杭
州
墜
官
海
昌
院
齊
安
博
゜

(
4
0
)

『
宋
高
借
偲
』
巻
―
-
．
唐
杭
州
秦
望
山
圏
脩
偲
゜

(
4
1
)

『
宋
高
僧
傭
』
巻
―
ニ
・
唐
杭
州
大
慈
山
賽
中
偲
、
同
書
同
巻
・
唐
杭
州
龍
泉

院
文
喜
博
゜

(
4
2
)

『
絞
然
集
』
巻
九
「
唐
杭
州
璽
隠
山
天
竺
寺
大
徳
誅
法
師
塔
銘
井
序
」
（
四
蝉

竺
『
宋
高
僧
偲
』
巻
五
・
唐
錢
塘
天
竺
寺
法
読
偉
゜

(
4
3
)

懇
休
「
清
涼
國
師
碑
銘
」
(
[
峠
頭
紐
配
咤
鯉
）
。
『
宋
高
憎
傭
』
巻
五
・
唐
代

州
五
蛋
山
清
涼
寺
澄
観
博
に
は
「
大
暦
中
…
…
却
復
天
竺
読
法
師
門
、
温
習
華
厳

大
経
、
七
年
、
往
刻
漢
、
従
成
都
慧
量
法
師
、
覆
尋
三
論
」
と
あ
る
。

(

4

4

)

『
宋
高
憎
博
』
巻
二
九
・
唐
杭
州
天
竺
寺
道
齊
停
゜

(
4
5
)

『
宋
高
僧
博
』
巻
一
七
・
唐
杭
州
千
頃
山
楚
南
偉
、
『
景
猿
偲
燈
録
』
巻
一

ニ
・
楚
南
催
。

(
4
6
)

『
宋
高
憎
偲
』
巻
三
・
従
諫
停
附
墜
宗
億
『
景
徳
偲
燈
録
』
巻
―
一
・
行

満
偲
゜

(
4
7
)

『
宋
高
僧
博
』
巻
―
ニ
・
文
喜
博
゜

(
4
8
)

『
宋
高
僧
博
』
巻
一
四
の
道
宣
傭
に
は
「
其
親
度
日
大
慈
律
師
、
授
法
者
文

綱
」
と
あ
る
が
、
同
書
同
偲
の
文
綱
停
や
『
律
苑
憎
賓
偉
』
巻
五
に
は
法
嘱
の
相

部
律
を
継
承
す
る
道
成
に
學
ん
だ
と
い
い
、
道
宣
に
は
言
及
し
な
い
。
佐
藤
達
玄

『
戒
律
の
研
究
』
第
一
章
。

(
4
9
)

こ
れ
ら
道
岸
の
門
弟
子
中
、
立
博
さ
れ
る
者
は
『
宋
高
憎
博
』
巻
二
六
の
子
璃

が
あ
る
ほ
か
に
、
巻
二
九
・
越
州
妙
喜
寺
憎
達
偲
に
も
「
光
州
見
道
岸
、
更
動
律

五
四

『
繹
門



儀
」
と
あ
る
。
先
天
元
年
ま
で
、
妙
喜
寺
に
は
ま
た
律
匠
印
宗
が
お
り
憎
達
も
こ

れ
に
學
ん
だ
（
『
宋
高
僧
傭
』
巻
四
）
。

(
5
0
)

義
天
の
『
新
編
諸
宗
赦
蔵
穂
録
』
巻
二
に
は
六
巻
と
す
る
が
、
今
は
『
宋
高
憎

偲
』
に
従
う
。

(
5
1
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
一
四
・
玄
鍛
偲
、
『
全
唐
文
』
＝
＝
―
-
五
・
萬
齊
融
撰
「
法
華

寺
戒
壇
院
碑
」
。
ち
な
み
に
『
八
遵
室
金
石
補
正
』
巻
五
五
、
『
雨
浙
金
石
志
』

巻
二
の
開
元
二
三
年
撰
「
秦
望
山
法
華
寺
碑
」
参
観
。

(
5
2
)

『
唐
文
粋
』
巻
六
ニ
・
「
越
州
開
元
寺
律
和
尚
塔
碑
銘
井
序
」
（
梁
粛
撰
、
な

お
『
金
唐
文
』
巻
二
0
•
同
）
、
『
宋
高
僧
偲
』
巻
一
四
・
唐
會
稽
開
元
寺
曇
一

博゚

(
5
3
)

『
入
唐
求
法
巡
膿
行
記
』
巻
一
・
開
成
四
年
正
月
＝
一
日
條
に
も
震
祐
の
こ
と
が

み
え
る
。
ま
た
『
勝
霊
鰹
疏
義
私
紗
』
巻
一
。

(
5
4
)

安
藤
更
生
『
墜
員
大
和
上
偲
之
研
究
』
一
七
七

1
八
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

(
5
5
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
五
・
唐
代
州
五
嘉
山
清
涼
寺
澄
観
偲
に
「
本
州
に
て
曇
一
に

依
り
南
山
律
に
隷
す
」
と
あ
る
。
彼
も
ま
た
越
州
山
陰
の
人
で
あ
り
、
越
州
佛
数

の
恩
恵
を
満
身
に
受
け
た
人
で
あ
る
。
同
巻
一
五
・
朗
然
停
で
は
杭
州
の
道
光
に

受
具
、
震
隠
寺
の
遠
律
師
に
『
四
分
律
行
事
紗
』
を
學
び
、
「
重
ね
て
越
州
曇
一

律
師
に
稟
く
」
と
い
う
。
清
江
博
も
同
書
同
巻
に
あ
る
が
彼
も
越
州
出
身
で
あ

り
、
曇
一
の
も
と
に
出
家
、
杭
州
天
竺
寺
に
受
具
、
守
直
に
學
ん
だ
の
ち
「
還
た

〔
曇
〕
一
公
の
相
〔
部
律
〕
疏
井
び
に
南
山
律
紗
を
聴
習
す
」
と
い
う
。

、
、
、
、

(
5
6
)

大
義
傭
に
は
「
至
賓
應
初
、
復
夢
…
…
無
何
、
海
賊
哀
暴
窟
撼
剣
邑
、
至
子
丹

丘
、
義
邑
興
大
萬
寺
〔
紳
〕
逍
律
師
、
同
詣
左
硲
朗
輝
師
所
、
學
止
観
、
而
多
精

達
」
と
あ
り
、
『
宋
高
僧
博
』
巻
二
九
・
紳
逍
博
に
も
「
晩
年
慕
稲
心
寺
大
義
律

師
、
同
習
三
観
於
天
台
宗
、
得
旨
於
左
漢
輝
師
、
郁
賓
應
年
中
也
」
と
あ
る
。
と

こ
ろ
が
左
袈
玄
朗
は
「
天
賓
十
三
載
九
月
十
六
日
就
減
、
春
秋
八
十
二
、
憎
夏
六

十
一
」
（
李
華
「
故
左
漢
大
師
碑
『
全
唐
文
』
＝
二
九
）
と
あ
り
、
『
宋
高
僧

傭
』
巻
二
六
の
本
偲
自
髄
も
十
六
日
と
十
九
日
と
す
る
ほ
か
は
同
じ
で
あ
る
。
賛

寧
に
混
風
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州

五
五

(
5
7
)

『
璽
激
文
集
』
二
十
巻
、
劉
萬
錫
序
（
『
全
唐
文
』
巻
六

0
五
）
、
『
宋
高
僧

博
』
巻
一
五
・
唐
會
稽
雲
門
寺
震
激
停
、
『
隆
興
佛
数
編
年
通
論
』
巻
二
二
。

(
5
8
)

例
え
ば
関
口
員
大
氏
『
朦
宗
思
想
史
』
は
「
輝
観
思
想
の
稜
達
は
輝
宗
と
天
台

止
観
が
そ
の
二
大
主
流
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
は
、
そ
の
雨
者
が
各
々
全
く
別
個

に
成
立
し
稜
達
し
た
ご
と
く
い
わ
れ
て
い
る
が
、
寅
は
か
な
り
密
接
な
交
渉
と
相

互
の
影
響
が
あ
っ
て
稜
生
し
、
登
展
し
た
の
で
あ
る
と
み
う
け
ら
れ
る
」
（
ニ
―
―
―

五
頁
）
と
い
い
、
天
台
一
宗
で
考
え
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
華

厳
の
澄
甑
が
天
台
の
堪
然
に
師
事
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
数
學
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

(
5
9
)

智
威
は
哭
越
王
よ
り
玄
達
奪
者
、
慧
威
は
金
員
奪
者
の
謳
を
呈
せ
ら
れ
て
い

る
。
雨
者
の
催
は
『
宋
高
憎
博
』
巻
六
、
『
繹
門
正
統
』
巻
二
に
あ
る
が
、
『
佛

祖
統
紀
』
巻
七
で
は
そ
れ
ぞ
れ
天
台
六
祖
、
七
祖
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

(
6
0
)

『
宋
高
僧
博
』
巻
二
六
・
玄
朗
博
、
『
全
唐
文
』
巻
三
二

0
・
李
華
撰
「
故
左

漢
大
師
碑
」
、
『
隆
興
佛
数
編
年
通
論
』
巻
一
七
、
『
繹
門
正
統
』
巻
二
、
『
佛

祖
統
紀
』
巻
七
゜

(
6
1
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
二
六
、
『
佛
祖
統
紀
』
巻
一

0
に
は
「
大
賓
寺
道
原
」
に
作

る
。
ま
た
恵
従
に
つ
い
て
『
宋
高
僧
偲
』
巻
二
六
は
「
衝
州
浄
安
寺
」
と
す
る
。

こ
の
他
、
常
州
輻
業
寺
の
守
員
、
蘇
州
報
恩
寺
の
道
奪
、
萎
州
簸
隠
寺
元
浄
、
棲

巖
寺
法
開
、
開
元
寺
清
辮
、
同
寺
行
宜
が
い
る
。

(
6
2
)

『
宋
高
憎
博
』
巻
一
七
・
稗
蘊
縛
、
『
繹
門
正
統
』
巻
二
、
『
佛
祖
統
紀
』
巻

1
0
。

(
6
3
)

『
宋
高
憎
偲
』
巻
六
・
唐
台
州
國
清
寺
湛
然
偲
、
『
繹
門
正
統
』
巻
二
、
『
佛

祖
統
紀
』
巻
七
゜

(
6
4
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
二
九
・
唐
天
台
山
國
清
寺
道
蓬
偲
、
『
繹
門
正
統
』
巻
一

『
天
台
九
祖
停
』
附
「
道
逮
和
上
行
迩
」
、
『
佛
祖
統
紀
』
巻
八
゜

(
6
5
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
―
―

10
・
唐
天
台
山
輝
林
寺
廣
脩
博
、
『
繹
門
正
統
』
巻
二
、

『
佛
祖
統
紀
』
巻
八
゜

(
6
6
)

『
智
證
大
師
全
集
』
所
牧
、
沈
懺
撰
「
天
台
國
清
寺
日
本
國
大
徳
憎
院
記
」
、



『
宋
高
僧
博
』
巻
二

0
・
唐
天
台
山
國
清
寺
清
観
縛
附
物
外
偲
。
『
天
台
宗
延
暦

寺
座
主
圃
珍
偲
』
。
『
参
天
台
五
壼
山
記
』
巻
一
・
煕
寧
五
年
五
月
十
四
日
條
゜

(
6
7
)

『
宋
高
僧
停
』
巻
二
七
・
唐
天
台
山
一
瞬
田
寺
普
岸
偲
。
『
景
徳
偲
燈
録
』
巻

九゚

(
6
8
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
一

0
・
唐
天
台
山
佛
窟
巖
遣
則
偉
、
『
宗
鏡
録
』
巻
九
七
、

『
停
数
大
師
賂
来
越
集
録
』
、
『
智
證
大
師
請
来
目
録
』
。

(
6
9
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
一
六
・
唐
天
台
山
國
清
寺
文
畢
偲
゜

(
7
0
)

『
宋
高
僧
停
』
巻
二
七
・
唐
刻
沃
州
山
輝
院
寂
然
偲
、
『
白
氏
文
集
』
巻
六
八

「
沃
州
山
輝
院
記
」
（
『
全
唐
文
』
巻
六
七
六
』
）
。

(
7
1
)

『
全
唐
文
』
巻
八
二

0
「
渾
州
大
涸
山
同
慶
寺
大
圃
瓢
師
碑
銘
井
序
」
（
鄭
愚

撰
）
、
『
宋
高
僧
偉
』
巻
―
-
．
唐
大
涸
山
震
祐
偲
、
『
景
徳
偲
燈
録
』
巻
九
、

『
佛
祖
歴
代
通
載
』
巻
ニ
―
―
―
。

(
7
2
)

『
宋
高
僧
俺
』
巻
一

0
、
『
景
徳
偲
燈
録
』
巻
七
゜

五
六


